
　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会                           　                          　議案第３１号 

 
 　　　ふるさとしものせき応援基金条例の一部を改正する条例

  　上記の議案を提出する。

 　　令和６年２月２８日

                                       下関市長　 前　 田 　晋 太 郎

 
 　　　ふるさとしものせき応援基金条例の一部を改正する条例

   ふるさとしものせき応援基金条例（平成３０年条例第１号）の一部を次のよ

 うに改正する。

 第３条中「寄附者が使途を特定しない寄附金の額及び」を削る。

 　　　附　則

 　（施行期日）

 １　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

 　（経過措置）

２　この条例による改正後の第３条の規定は、この条例の施行の日以後に寄附

の申出を受け付けた寄附金に係る基金の積立てについて適用し、同日前に寄

附の申出を受け付けた寄附金に係る基金の積立てについては、なお従前の例

 による。

 

 

 

 

 

 

 

 

 　提案理由

　　ふるさとしものせき応援基金として積み立てる額の算定方法を変更するた

め。
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第 １ 回 定 例 会 議案第３２号

下関市職員定数条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市職員定数条例の一部を改正する条例

下関市職員定数条例（平成１７年条例第３４号）の一部を次のように改正す

る。

第２条第１項中「３,０５１人」を「２,７１４人」に改め、同項第１号中

「１,９１２人」を「１,７９４人」に改め、同項第２号中「２６０人」を

「２３４人」に改め、同項第９号中「４７１人」を「２７８人」に改め、同条

第２項を次のように改める。

２ 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数の定数外とする。

(1) 地方公務員法第２８条第２項又は下関市職員の休職の事由を定める条例

（平成１７年条例第３７号）の規定により休職とされた職員

(2) 地方公務員法第５５条の２第１項ただし書又は地方公営企業等の労働関

係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第６条第１項ただし書の許

可を受けた職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２

条第１項の規定による承認を受けて育児休業をしている職員

(4) 下関市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成１９年条例第６０号）

第２条の規定による承認を受けて自己啓発等休業をしている職員

(5) 下関市職員の配偶者同行休業に関する条例（令和５年条例第３７号）第

２条の規定による承認を受けて配偶者同行休業をしている職員

(6) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７第１項の規定

に基づき他の地方公共団体に派遣された職員

(7) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１７年条例第４０

号）第２条第１項の規定により派遣された職員

(8) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
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（平成１７年条例第４１号）第２条第１項の規定により派遣された職員

(9) 併任職員及び兼務職員

第２条に次の１項を加える。

３ 前項第１号から第５号までに規定する職員が職務に復帰した場合におい

て、職員の員数が第１項に規定する職員の定数を超えるときは、その定数を

超える員数の職員は、１年を超えない期間に限り、職員の定数の定数外とす

ることができる。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

提案理由

職員定数の適正な管理を図り、及び所要の条文整備を行うため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第３３号

下関市職員の高齢者部分休業に関する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市職員の高齢者部分休業に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

という。）第２６条の３第１項並びに同条第２項において準用する法第２６

条の２第３項及び第４項の規定に基づき、職員（同条第１項に規定する職員

をいう。以下同じ。）の高齢者部分休業（法第２６条の３第１項に規定する

高齢者部分休業をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（高齢者部分休業の承認）

第２条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がない

と認めるときは、当該職員が年齢６０年に達した日の属する年度の翌年度の

４月１日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職

日（下関市職員の定年等に関する条例（平成１７年条例第３８号）第２条に

規定する定年退職日をいう。）までの期間中、１週間の勤務時間の一部につ

いて勤務しないことを承認することができる。

２ 前項の規定による承認は、１週間を通じて当該職員の１週間当たりの通常

の勤務時間の２分の１を超えない範囲内で、５分を単位として行うものとす

る。

（高齢者部分休業をしている職員の給与）

第３条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しないときは、下関市一般

職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第５８号）第１９条の規定に

かかわらず、その勤務しない１時間につき、給料の月額並びにこれに対する

管理職手当及び地域手当並びに初任給調整手当の月額の合計額に１２を乗
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じ、その額を１暦年に係る勤務時間（その年の総日数から下関市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（平成１７年条例第４５号）第４条第１項及び第

５条に規定する週休日並びに同条例第１２条に規定する休日を除いた日数に

係る勤務時間を基礎として、市長が定める勤務時間をいう。）で除して得た

額を減額した給与を支給する。

（退職手当の取扱い）

第４条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が１週間の勤務時間の一部につい

て勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の２分の１に相当する

期間を下関市職員退職手当支給条例（平成１７年条例第６１号）第１２条第

１項から第５項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合

において、同条第６項中「前各項」とあるのは「前各項及び下関市職員の高

齢者部分休業に関する条例（令和６年条例第 号）第４条」と、同条第８

項中「前各項」とあるのは「前各項及び下関市職員の高齢者部分休業に関す

る条例第４条」と読み替えるものとする。

（高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮）

第５条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための

措置を講ずることが著しく困難となった場合であって、当該職員の同意を得

たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間（高齢者部分休

業の承認を受けた１週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。）を短

縮することができる。

（休業時間の延長）

第６条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長

の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当

該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

２ 前項の規定による承認は、延長後の休業時間が１週間を通じて当該職員の

１週間当たりの通常の勤務時間の２分の１を超えない範囲内で、５分を単位

として行うものとする。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。



G33-3

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 次の表の左欄に掲げる職員に対する第２条第１項の規定の適用について

は、同項中「当該職員が年齢６０年に達した日の属する年度の翌年度の４月

１日」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和５年度に年齢５８年又は５９年に達する職員 令和６年４月１日

令和７年度に年齢５９年に達する職員 令和８年４月１日

（下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

３ 下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成１７年条例第

６２号）の一部を次のように改正する。

第１３条中「対して、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の勤務

成績」を「対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基

準日以前６か月以内の期間における勤務の状況」に改める。

第１５条第２項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。

(3) 高齢者部分休業（当該職員が年齢６０年に達した日の属する年度の翌

年度の４月１日（下関市職員の高齢者部分休業に関する条例（令和６年

条例第 号）附則第２項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）以後の日で、当該職員が申請において示した日からその定年退職

日（下関市職員の定年等に関する条例（平成１７年条例第３８号）第２

条に規定する定年退職日をいう。）までの期間中、１週間の勤務時間の

一部について勤務しないことをいう。）

（下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部

改正）

４ 下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（平成

１７年条例第９９号）の一部を次のように改正する。

第４条に次の１号を加える。
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(6) 下関市職員の高齢者部分休業に関する条例（令和６年条例第 号）

（下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

５ 下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成１７年条例第３０５

号）の一部を次のように改正する。

第１９条第２項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。

(3) 高齢者部分休業（当該職員が年齢６０年に達した日の属する年度の翌

年度の４月１日（下関市職員の高齢者部分休業に関する条例（令和６年

条例第 号）附則第２項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）以後の日で当該職員が申請において示した日からその定年退職日

（下関市職員の定年等に関する条例（平成１７年条例第３８号）第２条

に規定する定年退職日をいう。）までの期間中、１週間の勤務時間の一

部について勤務しないことをいう。）

提案理由

職員の高齢者部分休業について、必要な事項を定めるため。



 　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会                                                        　議案第３４号

 
下関市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正

 する条例

  　上記の議案を提出する。

 　　令和６年２月２８日

                                       下関市長　 前　 田 　晋 太 郎

 
下関市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正

 する条例

 下関市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年条例第３７

 号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の７第１項」に、

 「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。

第３条（見出しを含む。）中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２

 の７第１項」に改める。

 　　　附　則

 　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由

 地方自治法の一部改正に伴い、所要の条文整理を行うため。
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 　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会                                                        　議案第３５号

 
 下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

  　上記の議案を提出する。

 　　令和６年２月２８日

                                       下関市長　 前　 田 　晋 太 郎

 
 下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 下関市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第５８号）の一部

 を次のように改正する。

第２条及び第３条第１項中「管理職手当」の次に「、初任給調整手当」を加

 える。

第１０条第２項中「前項の」を「同項の」に改め、同条の次に次の１条を加

 える。

 （初任給調整手当）

第１０条の２　医療職給料表（二）の適用を受ける職員の職に新たに採用され

た職員には、月額１８５,０００円を超えない範囲内の額を、採用の日から

３５年以内の期間、採用後市規則で定める期間を経過した日から１年を経過

 するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。

２　前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給

されている職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に

 準じて、初任給調整手当を支給する。

３　前２項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整

手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給について必要な事項

 は、市長が定める。

 第２５条第２項中「第１１条」を「第１０条の２、第１１条」に改める。

 第３０条中「管理職手当」の次に「、初任給調整手当」を加える。

 附　則

 （施行期日）

 １　この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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 （下関市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正）

２　下関市職員の修学部分休業に関する条例（平成２３年条例第９号）の一部

 を次のように改正する。

 第３条中「地域手当」の次に「並びに初任給調整手当」を加える。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由

職員に支給する手当に初任給調整手当を加え、及び所要の条文整備を行う

 ため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第３６号

下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する

条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する

条例

下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年条例第８号）の一

部を次のように改正する。

目次中「第８条」を「第７条の２」に、「期末手当」を「期末手当及び勤勉

手当」に改める。

第２条第１項第１号中「給料」の次に「並びに初任給調整手当」を加え、

「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同項第２号中「及び

期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。

第２章第２節中第８条の前に次の１条を加える。

（初任給調整手当）

第７条の２ フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当は、常勤職員の例

により支給する。

第１７条の次に次の１条を加える。

（勤勉手当）

第１７条の２ 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任

用職員（勤勉手当を支給しようとする基準日を含む任期（当該任期の初日前

から引き続き当該職として任用しているときは、当該職にある期間を通算す

る。）が６月以上の者に限る。）に対し、基準日以前６月以内の期間におけ

るその者の勤務成績に応じて、常勤職員の例により支給する。基準日前１月

以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員（規則で定める者

を除く。）についても、同様とする。

２ 第１５条第２項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用
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する。

３ 前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

この場合において、第１６条中「前条第１項」とあるのは「第１７条の２第

１項」と、同条第１号中「支給日」とあるのは「支給日（第１７条の２第１

項により勤勉手当が支給される日をいう。以下この条及び次条において同

じ。）」と読み替えるものとする。

第１８条中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。

「第２節 期末手当」を「第２節 期末手当及び勤勉手当」に改める。

第３１条第１項中「の支給」を「及び勤勉手当の支給」に、「、「例」を

「「例」に改め、「除く。）」と」の次に「、第１７条の２第１項中「例」と

あるのは「例（勤勉手当基礎額に係る規定を除く。）」と」を加え、同条に次

の２項を加える。

４ 第２項の規定は、第１項の場合において、勤勉手当の額を算出する際の勤

勉手当基礎額について準用する。この場合において、「月額換算期末手当基

礎額」とあるのは、「月額換算勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

５ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市規則で定める基準に従

って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支

給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に１００分の１０２.５を乗

じて得た額の総額を超えてはならない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（下関市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

２ 下関市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年条例第４６号）の一部

を次のように改正する。

第７条第１項中「通算する」及び「期間を含む」の次に「。次項において

同じ」を加え、同条第２項を次のように改める。

２ 給与条例第２９条第１項及び会計年度任用職員給与等条例第１７条の２

第１項（会計年度任用職員給与等条例第３１条第１項の規定により準用す

る場合を含む。）に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員
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（会計年度任用職員の場合にあっては、当該基準日を含む任期が６月以上

の会計年度任用職員（会計年度任用職員給与等条例第１７条の２第２項の

規定により準用する会計年度任用職員給与等条例第１５条第２項の規定に

より任期の定めが６月以上とみなされる会計年度任用職員を含む。）に限

る。）のうち、当該基準日以前６月以内の期間において勤務した期間があ

る職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

提案理由

会計年度任用職員に支給する手当に勤勉手当等を加え、及び所要の条文整

備を行うため。





　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会                           　                          　議案第３７号 

 
 　　　下関市特別会計条例の一部を改正する条例

  　上記の議案を提出する。

 　　令和６年２月２８日

                                       下関市長　 前　 田 　晋 太 郎

 
 　　　下関市特別会計条例の一部を改正する条例

   下関市特別会計条例（平成１７年条例第８５号）の一部を次のように改正す

 る。

 本則第８号中「及び介護サービス事業」を削る。

 　　　附　則

 　（施行期日）

 １　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

 　（経過措置）

２　介護保険特別会計の令和５年度の収入及び支出並びに決算については、な

 　お従前の例による。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　提案理由

　　介護保険特別会計を設けて経理する事業のうち介護サービス事業を廃止す

るため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第３８号

下関市安岡地区複合施設の設置等に関する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市安岡地区複合施設の設置等に関する条例

（設置）

第１条 地域住民の学習の場を提供するとともに、地域のコミュニティ活動の

振興を図るため、次のとおり下関市安岡地区複合施設（以下「複合施設」と

いう。）を設置する。

名称 位置

下関市安岡地区複合施設 下関市富任町五丁目３番、７番及び１０番

（施設）

第２条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 安岡コミュニティセンター（以下「センター」という。）

(2) 下関市立図書館の設置等に関する条例（平成１７年条例第１１０号）第

２条の表に規定する下関市立はまゆう図書館

(3) 下関市役所支所設置条例（平成１７年条例第１４号）第１条の表に規定

する下関市役所安岡支所

(4）都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項に規定する都市公

園であって、下関市都市公園条例（平成１７年条例第２８９号）の規定に

基づき下関市富任町五丁目３番及び７番に設置された公園

２ センターに次の施設を置く。

(1) 集会施設棟

(2) 園芸棟

(3) 芝生広場
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３ 第１項第２号から第４号までに規定する施設の設置及び管理に関し必要な

事項は、当該各号に規定する条例の定めるところによる。

（休館日）

第３条 センターの休館日は、１２月２９日から翌年１月３日までの日とす

る。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館する

ことができる。

（開館時間）

第４条 センターの開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。ただ

し、市長が特に必要と認めたときは、臨時に延長し、又は短縮することがで

きる。

（使用の許可）

第５条 別表に掲げるセンターの施設及び附属設備（複写機を除く。）を使用

しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を

受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

２ 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可（以下

「使用許可」という。）に必要な条件を付することができる。

３ 第１項の規定にかかわらず、芝生広場を使用しようとする者は、占用して

使用する場合を除き、これを自由に使用することができる。

（使用許可の制限）

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を

してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設、附属設備等（以下「施設等」という。）を損傷し、又

は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又は個人の

利益になるとき。

(4) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

（使用料）

第７条 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使

用料（以下「使用料」という。）を納付しなければならない。
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２ 使用者は、使用許可を受けたセンターの施設及び附属設備を使用する時ま

でに使用料を納付しなければならない。ただし、冷暖房設備、ガス器具及び

屋外コンセントの使用に係る使用料並びに市長が特別の理由があると認める

場合の使用料は、当該施設及び附属設備を使用した後に納付することができ

るものとする。

（使用料の減免）

第８条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することがで

きる。

（使用許可の取消し等）

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消

し、若しくはセンターの使用を停止させ、又は使用許可に付した条件を変更

すること（次項において「使用許可の取消し等」という。）ができる。

(1) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した

条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力による事由によりセンターの適正な使用が困難と認

められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

２ 市は、使用許可の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあって

も、その賠償の責めを負わない。

（使用料の不還付）

第１０条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

（行為の禁止）

第１１条 何人も、センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれら

のおそれがある物品を携行すること。

(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(3) 許可なくして、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をするこ

と。
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(4) 許可なくして、印刷物、ポスター、看板、懸垂幕又はこれらに類する物

を配布し、貼り付け、又は掲示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をす

ること。

（設備等の制限）

第１２条 使用者は、センターの施設に変更を加え、特別の設備を設置し、又

は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用するときは、あらかじめ市長の

承認を受けなければならない。

（目的外使用等の禁止）

第１３条 使用者は、センターをその使用許可に係る目的以外に使用し、若し

くは転貸し、又はセンターを使用する権利を第三者に譲渡してはならない。

（原状回復の義務）

第１４条 使用者は、センターの使用が終わったときは、直ちに使用した施設

等を原状に復さなければならない。第９条第１項の規定により使用許可を取

り消され、又はセンターの使用を停止されたときも同様とする。

２ 市長は、使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、センターの

原状回復に必要な措置を講じ、その措置に要した費用を使用者から徴収する

ものとする。

（損害賠償の義務）

第１５条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復

し、又はその損害を賠償しなければならない。

（職員の立入り等）

第１６条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、その職員に

使用者が使用しているセンターの施設に立ち入り、使用者及びその関係者に

質問させ、又は必要な指示をさせることができる。

（指定管理者による管理）

第１７条 市長は、第１条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に複合施設

（第２条第１項第２号から第４号までに規定する施設を除く。以下この条に
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おいて同じ。）の管理を行わせることができる。

２ 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定め

るところに従い、複合施設の管理を行わなければならない。

３ 第１項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定

管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 複合施設の維持管理に関する業務

(2) センターの使用許可に関する業務

(3) センターの運営企画に関する業務

(4) センターの利用に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

４ 第１項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第３条

及び第４条中「市長が」とあるのは「指定管理者が、あらかじめ市長の承認

を得て」と、第５条、第６条、第９条第１項、第１２条及び別表備考第５項

中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第９条第２項中「市」とあるのは

「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

（利用料金の収受）

第１８条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの使用に係る

料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させ

ることができる。

２ 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を

得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をし

た利用料金の額について告示するものとする。

３ 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額をセンターの見やすい場

所に掲示しておかなければならない。

４ 利用料金の減免及び還付については、第８条及び第１０条の規定を準用す

る。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」

と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

（委任）

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則



G38-6

（施行期日）

１ この条例は、規則で定める日から施行する。

（下関市役所支所設置条例の一部改正）

２ 下関市役所支所設置条例（平成１７年条例第１４号）の一部を次のように

改正する。

第１条の表 下関市役所安岡支所の項中「下関市安岡駅前二丁目７番１

号」を「下関市富任町五丁目１０番１号」に改める。

（準備行為）

３ 使用許可及び使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条

例の施行前においても行うことができる。
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別表（第５条、第７条関係）

安岡コミュニティセンター使用料

１ 集会施設棟

区分 午前 午後 午後 夜間 夜間 追加 冷暖房設備

１ ２ １ ２ 料金

冷房 暖房

午前９ 午後 午後 午後 午後 １時 １時 １時

時から １時 ３時 ６時 ８時 間当 間当 間当

正午ま から から から から たり たり たり

で 午後 午後 午後 午後

３時 ５時 ８時 １０

まで まで まで 時ま

で

円 円 円 円 円 円 円 円

講堂１ 890 600 600 690 690 240 270 410

講堂２ 890 600 600 690 690 240 270 410

第１研修室 890 600 600 690 690 180 200 300

第２研修室 520 350 350 400 400 140 100 150

第３研修室 300 200 200 230 230 70 50 80

第４研修室 300 200 200 230 230 70 50 80

第１レクリエー 810 540 540 620 620 200 220 330

ション室

第２レクリエー 500 340 340 390 390 110 120 180

ション室

第３レクリエー 500 340 340 390 390 110 120 180

ション室

キッチンスタジ 1,070 720 720 820 820 310 90 140
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オ

２ 園芸棟

(1) 実習室

区分 午前 午後 午後 夜間 夜間 追加 冷暖房設備

１ ２ １ ２ 料金

冷房 暖房

午前９ 午後 午後 午後 午後 １時 １時 １時

時から １時 ３時 ６時 ８時 間当 間当 間当

正午ま から から から から たり たり たり

で 午後 午後 午後 午後

３時 ５時 ８時 １０

まで まで まで 時ま

で

円 円 円 円 円 円 円 円

実習室 1,050 700 700 800 800 300 240 360

(2) 展示室

区分 使用料

展示室 入場料を 園芸の展示をする １日につき５００円とし、冷

徴収しな 場合で、当該展示 暖房設備を使用する場合の使

い場合 物を販売するとき 用料は、実習室と同じ区分及

び使用料とする。

園芸以外の展示を １日につき１ ,０００円と

する場合 し、冷暖房設備を使用する場

合の使用料は、実習室と同じ

区分及び使用料とする。

展示以外の目的で 展示室の使用料及び冷暖房設

使用する場合 備を使用する場合の使用料

は、実習室と同じ区分及び使

用料とする。

入場料を徴収する場合 展示室の使用料及び冷暖房設
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備を使用する場合の使用料

は、実習室と同じ区分及び使

用料とする。

３ 芝生広場

区分 使用料

芝生 １日当たり占用面積１㎡につき５円

芝生以外（キッチンカー等による １日当たり１台につき１,０００円

占用に限る。）

４ 附属設備

区分 使用料

ガス器具 １時間当たり１台につき１００円

複写機 複写枚数１枚につき１０円。ただし、カラー複写につ

いては、日本産業規格Ｂ列４番以下の大きさの用紙に

よるものは複写枚数１枚につき５０円とし、日本産業

規格Ａ列３番の大きさの用紙によるものは複写枚数１

枚につき８０円とする。

屋外コンセント １時間当たり１個につき１００円

備考

１ １の表から３の表（同表に規定する芝生以外の使用料に係る部分を除

く。次項において同じ。）までに掲げる施設を、入場料、会費等（以下

「入場料等」という。）を徴収して使用する場合の使用料（冷暖房設備

に係る使用料を除く。次項において同じ。）の額は、これらの表の規定

により算定する額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 入場料等の最高額が１,０００円以下の場合 １００パーセント

(2) 入場料等の最高額が１,０００円を超え、２,０００円以下の場合
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１５０パーセント

(3) 入場料等の最高額が２,０００円を超える場合 １８０パーセント

２ 前項の規定にかかわらず、商品の宣伝、展示、販売その他の営利を目

的として使用する場合における使用料の額は、１の表から３の表までの

規定により算定する額に、４００パーセントの割合を乗じて得た額とす

る。

３ １の表、２の表及び４の表において１時間当たりとして定められてい

る使用料について、その使用時間に１時間未満の端数があるとき、又は

その使用時間が１時間未満のときは、当該端数の時間及び当該１時間未

満の時間は１時間とする。

４ １の表及び２の表の追加料金は、使用者がこれらの表の午前、午後

１、午後２、夜間１及び夜間２の欄に規定する時間の前後１時間（第４

条に規定する開館時間の範囲内に限る。）を使用する場合に徴収する。

５ ３の表において「１日」とは、当日において、午前９時から午後５時

までの時間帯をいう。ただし、市長が必要と認める場合は、当該時間帯

を延長することができる。

６ 芝生を占用する面積が１平方メートル未満であるときは、１平方メー

トルとして使用料を算定し、占用する面積に１平方メートル未満の端数

があるときは、その端数は１平方メートルとして使用料を算定するもの

とする。

７ ３の表において「キッチンカー等」とは、キッチンカー、移動販売

車、屋台、露店等（施設利用者の利便性の向上に資するものに限る。）

をいう。

８ 複写機を使用する場合において、用紙の両面に複写するときは、片面

を１枚として使用料を算定するものとする。

提案理由

下関市安岡地区複合施設を設置するため。



第 １ 回 定 例 会 議案第３９号

下関市漁港管理条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市漁港管理条例の一部を改正する条例

下関市漁港管理条例（平成１７年条例第２６４号）の一部を次のように改正

する。

第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改

める。

第１４条第１項中「採取又は」を「採取若しくは」に、「者（以下」を「者

又は法第４３条第４項に規定する認定計画実施者（法第４４条第１項に規定す

る認定計画において法第４２条第２項第２号及び第３号に掲げる事項（水面又

は土地の占用に係るものに限る。）又は法第５０条第１項各号に掲げる事項を

定めた者に限る。）（以下これらを」に改め、同項ただし書中「同条第４項」

を「法第３９条第４項」に改める。

第２１条第３号中「、第１２条」を「第１２条」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

提案理由

漁港漁場整備法の一部改正に伴い、所要の条文整備を行うため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第４０号

下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例の

一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例の

一部を改正する条例

下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例（平成１７年

条例第２１５号）の一部を次のように改正する。

別表第１ １ 宿泊使用料の表中

「 「

６,６００円 ７,７００円

７,１５０円 を ８,２５０円 に改め、同表

７,７００円 ８,８００円

」 」

備考中第１２項を第１３項とし、第１１項を第１２項とし、同表備考第１０項

第１号中「１月３日」を「同月７日までの日、３月２４日から４月７日」に、

「、１２月３０日及び１２月３１日」を「及び１２月２４日から同月３１日ま

での日」に改め、同項の次に次の１項を加える。

１１ 利用者が１月１１日から３月１９日までの日、６月１日から同月

３０日までの日及び１２月１日から同月２３日までの日（前項第２号

に掲げる日を除く。）に宿泊する場合は、この表及び備考第１項から

第９項までの規定により算出した額に、２,２００円を超えない範囲

内で規則で定める額を減算する。

別表第１ ３ 浴場使用料の表備考第３項中「備考第１１項第２号」を「備

考第１２項第２号」に改める。

附 則
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（施行期日）

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日から施行日にかけ

て下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきに宿泊する者の宿泊使用料につい

ては、なお従前の例による。

提案理由

下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきに係る宿泊使用料を改定し、及び

所要の条文整備を行うため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第４１号

下関市火の山ユースホステルの管理等に関する条例の一部を改正

する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市火の山ユースホステルの管理等に関する条例の一部を改正

する条例

下関市火の山ユースホステルの管理等に関する条例（平成１７年条例第

２２３号）の一部を次のように改正する。

別表 １ 宿泊使用料の表 宿泊料（１人当たり１泊につき）の項中

「３,５６０円」を「４,２００円」に、「２,７５０円」を「３,２００円」

に、「１,６３０円」を「２,０００円」に、「４,０７０円」を「４,７００

円」に、「３ ,０５０円」を「３ ,６００円」に、「１ ,８３０円」を

「２,３００円」に、「４,５８０円」を「５,２００円」に、「３,４６０円」

を「４,０００円」に、「２,１３０円」を「２,６００円」に改め、同表備考

第４項に次の１号を加える。

(3) 市内に住所を有する小中学生又は幼児で、その確認ができるもの

を提示した場合

別表 １ 宿泊使用料の表備考第８項第１号中「同月３日」を「同月７日ま

での日、３月２４日から４月７日」に、「、１２月３０日及び同月３１日」を

「及び１２月２４日から同月３１日までの日」に改める。

別表 ２ 研修・会議室使用料及び食堂使用料（１時間につき）の表備考中

「午前８時から午前１０時まで及び午後４時から午後１０時までの間」を「第

４条第３項に規定する宿泊施設を使用することができる時間」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。

（経過措置）
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２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日から施行日にかけ

て下関市火の山ユースホステルに宿泊する者の宿泊使用料については、なお

従前の例による。

提案理由

下関市火の山ユースホステルに係る宿泊使用料を改定し、及び所要の条文

整備を行うため。
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 　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会                     　　　　　                                                       　議案第４２号　

 
下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市の設置等に関する条例の一部を

 改正する条例

  　上記の議案を提出する。

 　　令和６年２月２８日

                                       下関市長　 前　 田　 晋 太 郎

 
下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市の設置等に関する条例の一部を

 改正する条例

 下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市の設置等に関する条例（平成１７年条例第

 ２３０号）の一部を次のように改正する。

 第１２条第２項中「（以下「売上割額」という。）」を削る。

 第１８条第４項中「第１７条」を「前条本文」に改める。

　別表第３備考第３項中「販売等」を「屋内の使用及び屋外の使用の使用許可

を受けた者が販売等」に、「期間がある」を「端数がある」に、「期間を」を

「期間及び当該端数の期間を」に改め、同項を同表備考第５項とし、同表備考

第２項中「面積がある」を「端数がある」に、「面積を」を「面積及び当該端

数の面積を」に改め、同項を同表備考第４項とし、同表備考第１項の次に次の

 ２項を加える。

２　この表において「売上割額」とは、別表第２に掲げる物品の区分に

応じ、一時使用許可に係る各物品の売上金額に同表に定める割合を乗

じて得た額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り上

 げる。）の合計額をいう。

３　会議室の使用許可を受けた時間が１時間未満であるとき、又は当該

時間に１時間未満の端数があるときは、当該１時間未満の時間及び当

 該端数の時間を１時間として計算する。

 　　　附　則

 　この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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 提案理由

　下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市の一時使用許可に係る使用料の規定を見

 直し、及び所要の条文整備を行うため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第４３号

下関市角島地域資源活用総合交流促進施設の設置等に関する条例

の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市角島地域資源活用総合交流促進施設の設置等に関する条例

の一部を改正する条例

下関市角島地域資源活用総合交流促進施設の設置等に関する条例の一部を改

正する条例（平成１７年条例第２５０号）の一部を次のように改正する。

第２条の次に次の１条を加える。

（施設）

第２条の２ 交流促進施設の施設は、次のとおりとする。

(1) 食材供給コーナー

(2) 直売所施設

(3) 軒下広場

(4) その他附帯施設

第５条第１項中「別表に掲げる」を削り、「使用」を「占用して使用」に改

め、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条

第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の規定による申請ができる使用は、次の各号に掲げる交流促進施設の

施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食材供給コーナー又は直売所施設 １年又はこれに準ずる期間にわたる

物品の販売を目的とした使用

(2) 軒下広場 １年未満の期間の使用

第９条を次のように改める。

（使用料）

第９条 使用者のうち、第５条第２項第１号に定める使用の許可（以下「常時

使用許可」という。）を受けた者は、使用料として、別表第１に掲げる物品
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の区分に応じ、当該常時使用許可に係る各物品の売上金額に同表に定める割

合を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り上

げる。）の合計額を、市長が指定する期限までに納付しなければならない。

２ 使用者のうち、第５条第２項第２号に定める使用の許可（以下「一時使用

許可」という。）を受けた者は、使用料として、別表第２に掲げる行為の区

分に応じ、同表に定める額を、市長が指定する期限までに納付しなければな

らない。

第１４条第４項中「第８条」を「第９条」に改める。

別表を削り、附則の次に別表として次の２表を加える。
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別表第１（第９条関係）

常時使用許可における物品の売上金額に乗じる割合

区分 割合

農林水産 豊北町区域内で生産又は水揚げされたもの ５％

食品及び

花き 豊北町区域以外の区域で生産又は水揚げされたもの １０％

加工食品 豊北町区域内で加工されたもの ５％

豊北町区域以外の区域で加工されたもの １０％

交流促進施設内で調理等を行い提供される飲食物 ５％

その他の 豊北町区域内で製造等されたもの ５％

物品

豊北町区域以外の区域で製造等されたもの １０％

備考 この表において「豊北町区域」とは、下関市役所総合支所設置条例

（平成１７年条例第１３号）に規定する下関市役所豊北総合支所の所管

区域をいう。
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別表第２（第９条関係）

一時使用許可に係る使用料

区分 使用料

物品の販売 売上割額と１日当たり７００円とを比

較して、いずれか高い額。ただし、常

時使用許可を受けた者が併せて使用す

る場合は、売上割額

その他の行為（営利を目的とした 日額７００円

行為を含む。）

備考 この表において「売上割額」とは、別表第１に掲げる物品の区分に

応じ、当該一時使用許可に係る各物品の売上金額に同表に定める割合を

乗じて得た額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り上

げる。）の合計額をいう。
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附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

提案理由

下関市角島地域資源活用総合交流促進センターの使用料に係る規定を見直

し、及び所要の条文整備を行うため。





第 １ 回 定 例 会 議案第４４号

下関市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

下関市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和２年

条例第１５号）の一部を次のように改正する。

第１４条第７項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の条

文整備を行うため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第４５号

下関市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

下関市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４

年条例第５９号）の一部を次のように改正する。

第９条第２項第３号から第５号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。

 第１２条第５項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第２５条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を次のよう

に改める。

養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次

の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療

機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならない。ただし、

複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満

たすこととしても差し支えない。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う

体制を、常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該養護老人ホームの医師又

は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認

められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

第２５条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。

２ 養護老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病
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状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、

市長に届け出なければならない。

３ 養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指

定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

ない。

４ 養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。

５ 養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び

当該養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければ

ならない。

 附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（協力医療機関との連携に関する経過措置）

２ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間は、この条例による

改正後の第２５条第１項の規定の適用については、同項中「定めておかなけ

れば」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

提案理由

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の条

文整備を行うため。

G45-2



第 １ 回 定 例 会 議案第４６号

下関市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

下関市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年条例第６０号）の一部を次のように改正する。

目次中「第３１条の２」を「第３１条の３」に改める。 

第９条第２項第３号から第５号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。 

第１１条に次の２項を加える。

８ 特別養護老人ホーム（離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１

項の規定により指定された離島振興対策実施地域又は過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第２条第２項の規定に

より公示された過疎地域に所在し、かつ、入所定員が３０人の特別養護老人

ホームに限る。以下この項及び次項において同じ。）に下関市指定居宅サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４

年条例第７０号。以下「指定居宅サービス等条例」という。）第１４８条第

１項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は下関市指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年

条例第７１号。以下「指定介護予防サービス等条例」という。）第１３０条

第１項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指定短期入

所生活介護事業所等」という。）が併設される場合においては、当該指定短

期入所生活介護事業所等の医師については、当該特別養護老人ホームの医師

により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行わ
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れると認められるときは、これを置かないことができる。

９ 特別養護老人ホームに指定居宅サービス等条例第１００条第１項に規定す

る指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、下関市指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成２４年条例第７２号。以下「指定地域密着型サービス条例」という。）第

６０条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着

型サービス条例第６２条第１項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護

の事業を行う事業所又は下関市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第

７３号。以下「指定地域密着型介護予防サービス条例」という。）第６条第

１項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業

所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養

士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該特別養護老

人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他

の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。

第２２条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師

及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。

２ 特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、１年

に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急

時等における対応方法の変更を行わなければならない。 

第２３条第２項中「第３１条の２」を「第３１条の３」に改める。 

第２７条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を次のよう

に改める。

特別養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじ

め、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協

力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならない。た

だし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要

件を満たすこととしても差し支えない。
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(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を

行う体制を、常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該特別養護老人ホームの医

師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要する

と認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保しているこ

と。

第２７条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。

２ 特別養護老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者

の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等

を、市長に届け出なければならない。

３ 特別養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協

定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との

間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同

条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければな

らない。

４ 特別養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場

合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。

５ 特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院し

た後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、

再び当該特別養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努め

なければならない。

 第２章中第３１条の２の次に次の１条を加える。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置）

第３１条の３ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおける業務
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の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促

進を図るため、当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全並びに介護サ

ービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行う場合のものを含む。）を定期的に開催し

なければならない。 

第４０条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５ ユニット型特別養護老人ホームの管理者は、ユニット型施設の管理等に係

る研修を受講するよう努めなければならない。 

第４２条中「第３１条の２」を「第３１条の３」に改める。

第４３条中「第３章」を「前章」に改める。 

第４５条第１１項中「下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第７０号。以下「指定居宅サ

ービス等条例」という。）第１４８条第１項に規定する指定短期入所生活介護

事業所又は下関市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例（平成２４年条例第７１号。以下「指定介護予防サービス

等条例」という。）第１３０条第１項に規定する指定介護予防短期入所生活介

護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。）」を「指定短期

入所生活介護事業所等」に改め、同条第１２項中「下関市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条

例第７２号。以下「指定地域密着型サービス条例」という。）」を「指定地域

密着型サービス条例」に、「下関市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第

７３号。以下「指定地域密着型介護予防サービス条例」という。）」を「指定

地域密着型介護予防サービス条例」に改める。 

第４８条中「、第３１条及び第３１条の２」を「及び第３１条から第３１条

の３まで」に、「第３１条の２まで」を「第３１条の３まで」に改める。 

第５２条中「、第３１条の２」を「から第３１条の３まで」に、「第３１条

の２まで」を「第３１条の３まで」に改める。
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 附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和９年３月３１日

までの間は、この条例による改正後の下関市特別養護老人ホームの設備及び

運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第３１条の３

（新条例第４２条、第４８条及び第５２条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、新条例第３１条の３中「しなければ」とあるの

は、「するよう努めなければ」とする。

（協力医療機関との連携に関する経過措置）

３ 施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第２７条第１項（新条

例第４２条、第４８条及び第５２条において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めてお

くよう努めなければ」とする。

提案理由

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要

の条文整備を行うため。





第 １ 回 定 例 会 議案第４７号

下関市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

下関市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４

年条例第６１号）の一部を次のように改正する。

第９条第２項第３号から第５号までの規定中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。

 第１１条第４項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第１２条第３項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第３５条第１項において同じ。）に係る記

録媒体をいう。）」に改める。

 第２７条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。

２ 軽費老人ホームは、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たって

は、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければなら

ない。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う

体制を、常時確保していること。

３ 軽費老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病

状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、
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市長に届け出なければならない。

４ 軽費老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指

定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

ない。

５ 軽費老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。

６ 軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び

当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければ

ならない。

 第２８条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要

事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事

項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならない。

 第３５条第１項中「、交付」及び「（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。

 附則第１６項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

 附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１２条第３項第

２号の改正規定及び第３５条第１項の改正規定（「、交付」を削る部分を除

く。）は、公布の日から施行する。

（重要事項の掲示に係る経過措置）
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２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、この条例による

改正後の下関市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

（以下「新条例」という。）第２８条第３項（新条例附則第３０項において

準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

提案理由

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の条

文整備を行うため。





第 １ 回 定 例 会 議案第４８号

下関市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例

下関市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２４年条例第６２号）の一部を次のように改正する。

目次中「第１４９条の４」を「第１４９条の５」に改める。

第２条第１７号中「、指定通所支援条例第６７条に規定する指定医療型児童

発達支援の事業」を削る。

第６条第３項ただし書中「前項」を「同項」に改める。

第７条ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該指定居宅介護事業所以

外の」に改める。

第２６条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号と

し、第１号の次に次の１号を加える。

(2) 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。

第２７条第２項中「当該居宅介護計画を」の次に「利用者及びその同居の家

族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５１

条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。）又は指定障

害児相談支援（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第２

項に規定する指定障害児相談支援をいう。）を行う者（以下これらを総称して

「指定特定相談支援事業者等」という。）に」を加え、同条第３項中「、居宅

介護計画」を「、第１項の居宅介護計画の」に改める。

第３１条に次の１項を加える。

４ サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

G48-1
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重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。

第４６条ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該基準該当居宅介護事

業所以外の」に改める。

第５１条第７項中「（昭和２２年法律第１６４号）」を削り、同条第８項中

「第６条の２の２第３項」を「第７条第２項」に改める。

第５９条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１

項を加える。

２ 指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

第６０条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び

意思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同条第１０項中「第７項」を「第８

項」に、「第８項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条中第

９項を第１０項とし、第８項を第９項とし、同条第７項中「利用者」の次に

「及び指定特定相談支援事業者等」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６

項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中

「利用者」の次に「及び当該利用者」を、「開催し」の次に「、当該利用者の

生活に対する意向等を改めて確認するとともに」を加え、同項を同条第６項と

し、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項

を加える。

３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選

好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

第６１条に次の１項を加える。

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。

第８０条第１項第２号及び第４項中「又は作業療法士」を「、作業療法士又
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は言語聴覚士」に改める。

第９５条の４第１号及び第２号中「第１４９条の３」を「第１４９条の４」

に改める。

第９７条中「第１１１条の５」を「第１１１条」に改める。

第１０６条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の

１項を加える。

２ 指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

第１２０条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の

１項を加える。

２ 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければな

らない。

第１２１条第２項中「交付」を「利用者及びその同居の家族並びに指定特定

相談支援事業者等に交付」に改める。

第１２３条中「第３０条」の次に「、第３１条第４項」を加える。

第１４３条第１項第１号及び第４項中「又は作業療法士」を「、作業療法士

又は言語聴覚士」に改める。

第１４９条中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。

第８章第５節中第１４９条の４を第１４９条の５とし、第１４９条の３を第

１４９条の４とし、第１４９条の２の次に次の１条を加える。

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテーション事

業者の基準）

第１４９条の３ 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリ

テーション事業者（指定居宅サービス等条例第１３７条第１項に規定する指

定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）が当該事業に関して

満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等条例第１３７

条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同

じ。）の専用の部屋等の面積（当該指定通所リハビリテーション事業所が
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介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２８

項に規定する介護老人保健施設をいう。）又は介護医療院（同条第２９項

に規定する介護医療院をいう。）である場合にあっては、当該専用の部屋

等の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに供用さ

れるものに限る。）の面積を加えるものとする。第１５０条第２号におい

て同じ。）を、指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス等条例第

１３６条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の

利用者の数と共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合計数で除して

得た面積が３平方メートル以上であること。

(2) 指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所リ

ハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者

の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練（機

能訓練）の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リ

ハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供す

るため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技

術的支援を受けていること。

第１５０条中「第２０６条」を「第１５０条の３に規定する病院等基準該当

自立訓練（機能訓練）及び第２０６条」に改め、同条第１号中「指定通所介護

事業者等」の次に「又は指定通所リハビリテーション事業者」を、「指定通所

介護等」の次に「又は指定通所リハビリテーション」を加え、同条第２号中

「機能訓練室」の次に「又は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋

等」を、「指定通所介護等」の次に「又は指定通所リハビリテーション」を加

え、同条第３号中「の従業者」を「又は指定通所リハビリテーション事業所の

従業者」に改め、「当該指定通所介護事業所等」の次に「又は当該指定通所リ

ハビリテーション事業所」を、「指定通所介護等」の次に「又は指定通所リハ

ビリテーション」を加える。

第１５０条の２の次に次の１条を加える。

（病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス（自立訓練）に関する

基準）
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第１５０条の３ 地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと

等により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して病院又

は診療所（以下「病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者」という。）

が行う自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この条

において「病院等基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）に関して病院

等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者が満たすべき基準は、次のとおりと

する。

(1) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を行う事業所（次号において「病

院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所」という。）の専用の部屋等の

面積を、病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数で除し

て得た面積が３平方メートル以上であること。

(2) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、管理者及び次のア

又はイに掲げる場合の区分に応じて当該ア又はイに掲げる基準を満たす人

員を配置していること。

ア 利用者の数が１０人以下の場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練

（機能訓練）の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士又は看護職員若しくは介護職員が１以上確保されていること。

イ 利用者の数が１０人を超える場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練

（機能訓練）の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を１０で除した数以上

確保されていること。

(3) 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者に対して適切なサ

ービスを提供するため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施

設から必要な技術的支援を受けていること。

第１５９条及び第１７２条中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。

第１９０条中「第１４７条」の次に「、第１８０条第６項」を加え、「第

１８１条第１項」を「第１８０条第６項中「賃金及び第３項に規定する工賃」

とあるのは「第１８９条第１項の工賃」と、第１８１条第１項」に改める。

第１９４条中「第１４７条」の次に「、第１８０条第６項」を加え、「第

１８１条第１項」を「第１８０条第６項中「賃金及び第３項に規定する工賃」



G48-6

とあるのは「第１９３条第１項の工賃」と、第１８１条第１項」に改める。

第１９４条の６に次の１項を加える。

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。

第１９４条の７中「過去３年間において平均１人以上、通常の事業所に新た

に障害者を雇用させている生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者」を

「生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に当

該事業者の事業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの

又は障害者就業・生活支援センター」に改める。

第１９４条の１４第１項第２号ア及びイを次のように改める。

ア サービス管理責任者が常勤である場合 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる利用

者の数の区分に応じ、それぞれ(ｱ)又は(ｲ)に掲げる数

(ｱ) 利用者の数が６０以下 １以上

(ｲ) 利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて６０又は

その端数を増すごとに１を加えて得た数以上

イ ア以外の場合 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる利用者の数の区分に応じ、そ

れぞれ(ｱ)又は(ｲ)に掲げる数

(ｱ) 利用者の数が３０以下 １以上

(ｲ) 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超えて３０又は

その端数を増すごとに１を加えて得た数以上

第１９４条の１４中第４項を第６項とし、第３項を第５項とし、第２項の次

に次の２項を加える。

３ 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業

の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２７号。以下この

条において「指定地域相談支援基準」という。）第２条第３項に規定する指

定地域移行支援事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活

援助の事業と指定地域移行支援（指定地域相談支援基準第１条第１１号に規
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定する指定地域移行支援をいう。）の事業を同一の事業所において一体的に

運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第３条の規定により当

該事業所に配置された相談支援専門員（同条第２項に規定する相談支援専門

員をいう。以下同じ。）を第１項第２号の規定により置くべきサービス管理

責任者とみなすことができる。

４ 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者（指定地域相談支援基

準第３９条第３項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。）の指定を併

せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援（指定地域相

談支援基準第１条第１２号に規定する指定地域定着支援をいう。）の事業を

同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談

支援基準第４０条において準用する指定地域相談支援基準第３条の規定によ

り当該事業所に配置された相談支援専門員を第１項第２号の規定により置く

べきサービス管理責任者とみなすことができる。

第１９４条の１７を次のように改める。

第１９４条の１７ 削除

第１９４条の１８の見出し中「訪問」を「訪問等」に改め、同条中「おおむ

ね週に１回以上、」を「定期的に」に改め、「により」の次に「、又はテレビ

電話装置等を活用して」を加える。

第１９４条の２０中「準用する次条第１項」と」の次に「、第５９条第１項

中「次条第１項」とあるのは「第１９４条の２０において準用する次条第１

項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と」を加え、「同

条第８項」を「同条第９項」に改める。

第１９５条中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、「効果的に」の次に

「行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望す

る入居者につき当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談、住居の

確保に係る援助その他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定

着に必要な援助を適切かつ効果的に」を加える。

第１９６条第１項第３号中「又イ」を「又はイ」に改める。

第１９８条の２第３項中「必要な援助」の次に「を行い、又はこれに併せて

居宅における自立した日常生活への移行後の定着に必要な援助」を加える。
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第１９８条の５中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項を第３

項とし、第１項の次に次の１項を加える。

２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

第１９８条の６に次の１項を加える。

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。

第１９８条の６の次に次の１条を加える。

（地域との連携等）

第１９８条の７ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当た

っては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域

との交流を図らなければならない。

２ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用

者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者

並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用

して行う場合のものを含む。以下この条及び第２０１条の１０において「地

域連携推進会議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携

推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要

望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

３ 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね１

年に１回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を

見学する機会を設けなければならない。

４ 指定共同生活援助事業者は、第２項の報告、要望、助言等についての記録

を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

５ 前３項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援

助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに

準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。

第２００条の４に次の２項を加える。
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３ 指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二

種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）

との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染

症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症を

いう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなけ

ればならない。

４ 指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関であ

る場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

生時等の対応について協議を行わなければならない。

第２０１条中「、第７６条」を削る。

第２０１条の２中「入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の」を

「相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれ

に併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に

必要な」に改める。

第２０１条の３中「又は食事」を「若しくは食事」に、「援助を」を「援助

又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後

の定着に必要な援助を」に改める。

第２０１条の１０の見出しを「（地域との連携等）」に改め、同条第２項中

「前項の」の次に「協議会等における」を加え、同項を同条第７項とし、同条

第１項中「、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては」を削

り、「実施状況等」を「実施状況及び第２項の報告、要望、助言等の内容又は

前項の評価の結果等」に改め、同項を同条第６項とし、同条に第１項から第５

項までとして次の５項を加える。

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定

共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連

携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定

共同生活援助の提供に当たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね１

年に１回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告す
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るとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催

のほか、おおむね１年に１回以上、当該地域連携推進会議の構成員が日中サ

ービス支援型指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならな

い。

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第２項の報告、要望、助

言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならな

い。

５ 前３項の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその提供

する日中サービス支援型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及

び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるもの

（次項に規定するものを除く。）を講じている場合には、適用しない。

第２０１条の１１中「、第７６条」を削る。

第２０１条の１２中「相談その他の日常生活上の援助」の次に「又はこれに

併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必

要な援助」を加える。

第２０１条の１３中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、「の援助」の

次に「又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び

移行後の定着に必要な援助」を加える。

第２０１条の２２中「、第７６条」を削り、「第１９８条の６」を「第

１９８条の７」に改める。

第２０２条第１項中「、指定医療型児童発達支援事業所（指定通所支援条例

第６８条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。）」を

削り、同条第２項中「、指定医療型児童発達支援事業所」を削る。

第２０７条第１項第３号及び第２項中「又は作業療法士」を「、作業療法士

又は言語聴覚士」に改める。

第２０８条ただし書中「職務に」の次に「従事させ、又は当該特定基準該当

障害福祉サービス事業所以外の事業所、施設等の職務に」を加える。

第２１０条第１項中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。

第２１１条第１項中「第１４９条の４」を「第１４９条の５」に改める。
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附則第２項中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改め

る。

附則第９項中「同条第４項」を「同条第５項」に改める。

附則第１３項中「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基

準等に関する省令（平成２６年厚生労働省令第５号）」を「障害支援区分に係

る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令」に、「令和６年３

月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。

附則第１４項中「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基

準等に関する省令」を「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定

の基準等に関する命令」に、「令和６年３月３１日」を「令和９年３月３１

日」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日

までの間、この条例による改正後の下関市指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」とい

う。）第１９８条の７（新条例第２０１条の２２において準用する場合を含

む。以下同じ。）及び第２０１条の１０の規定の適用については、新条例第

１９８条の７第２項及び第３項並びに第２０１条の１０第２項及び第３項中

「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、新条例第

１９８条の７第４項及び第２０１条の１０第４項中「公表しなければ」とあ

るのは「公表するよう努めなければ」とする。



提案理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴い、所要の条文整備を行うため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第４９号

下関市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例

下関市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２４年条例第６３号）の一部を次のように改正する。

第３条に次の２項を加える。

４ 指定障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配

慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定

期的に確認するとともに、法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は

一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利

用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならな

い。

５ 指定障害者支援施設は、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指

定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定

の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該指定障害者支援施設

以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認

し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必

要な援助を行わなければならない。

第５条第１項第１号及び第２号中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は

言語聴覚士」に改める。

第２６条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１

項を加える。

２ 指定障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

G49-1



第２７条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び

意思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、サービス管理責任者は、第２８条の３第１項の地域移

行等意向確認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）が把握

した利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。

第２７条第１０項中「第７項」を「第８項」に、「第８項」を「第９項」に

改め、同項を同条第１１項とし、同条中第９項を第１０項とし、第８項を第９

項とし、同条第７項中「利用者」の次に「及び当該利用者に対して指定計画相

談支援（法第５１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。）を行

う者」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項」を「第５項」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「利用者」の次に「及び当該利

用者」を、「担当者等」の次に「（地域移行等意向確認担当者を含む。）」

を、「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認する

とともに」を加え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項とし、第３

項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選

好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

第２８条に次の１項を加える。

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。

第２８条の次に次の２条を加える。

（地域との連携等）

第２８条の２ 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっ

ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流を図らなければならない。

２ 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用

者及びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を
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有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置

等を活用して行う場合のものを含む。以下この条において「地域連携推進会

議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議にお

いて、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴

く機会を設けなければならない。

３ 指定障害者支援施設は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、

おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設

を見学する機会を設けなければならない。

４ 指定障害者支援施設は、第２項の報告、要望、助言等についての記録を作

成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

５ 前３項の規定は、指定障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービ

スの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに

準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。

（地域移行等意向確認担当者の選任等）

第２８条の３ 指定障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意

向の把握、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サー

ビス等の利用状況等の把握及び利用者の当該指定障害者支援施設以外におけ

る指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下この条

において「地域移行等意向確認等」という。）を適切に行うため、地域移行

等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を

選任しなければならない。

２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向確認

等を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握し、又

は確認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容を第

２７条第６項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告

しなければならない。

３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第

７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定

相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な

利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなけ
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ればならない。

第５１条に次の２項を加える。

３ 指定障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協

定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との

間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同

条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければな

らない。

４ 指定障害者支援施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場

合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。

第５８条を次のように改める。

第５８条 削除

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日

までの間、この条例による改正後の下関市指定障害者支援施設の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第２８条

の２の規定の適用については、同条第２項及び第３項中「設けなければ」と

あるのは「設けるよう努めなければ」と、同条第４項中「公表しなければ」

とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。

３ 施行日から令和８年３月３１日までの間、新条例第２８条の３の規定の適

用については、同条第１項中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう

努めなければ」と、同条第２項中「報告しなければ」とあるのは「報告する

よう努めなければ」とする。
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提案理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

所要の条文整備を行うため。





第 １ 回 定 例 会 議案第５０号

下関市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例

下関市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（令和元年条例第５０号）の一部を次のように改正する。

「第３章 医療型児童発達支援

第１節 基本方針（第６７条）

目次中 第２節 人員に関する基準（第６８条・第６９条） を「第３章

第３節 設備に関する基準（第７０条）

第４節 運営に関する基準（第７１条－第７７条）」

削除」に改める。

第２条第１号中「第６条の２の２第９項」を「第６条の２の２第８項」に改

め、同条第２号及び第１０号中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害

児通所支援事業者」に改め、同条第１３号中「、第６７条に規定する指定医療

型児童発達支援の事業」を削る。

第３条の見出し及び同条中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児

通所支援事業者」に改める。

第４条ただし書を削る。

第５条中「指導及び訓練」を「支援をし、又はこれに併せて治療（上肢、下

肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。以下同

じ。）」に改める。

第７条第４項及び第５項を削り、同条第３項中「前項」を「第２項」に改

め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 前２項に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、治療を

行う場合には、医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する診療所とし
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て必要とされる数の従業者を置かなければならない。

第７条第６項中「第３項」を「前項」に改め、同項を同条第５項とし、同条

第７項中「、第４項第１号」を削り、同項を同条第６項とし、同条第８項中

「から第５項まで（第１項第１号を除く。）」を「（第１号を除く。）、第２

項及び第４項」に改め、同項を同条第７項とし、同項の次に次の１項を加え

る。

８ 第３項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従

事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、

障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施

設の職務に従事させることができる。

第７条第９項中「前項」を「前２項」に改める。

第８条ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該指定児童発達支援事業

所以外の」に改める。

第１０条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同条第２項中

「指導訓練室は、訓練」を「発達支援室は、支援」に改める。

第１１条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、「。以下この項

において同じ」を削り、「及び便所」を「、便所、静養室」に改め、同項ただ

し書を削り、同条第３項を削り、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、

同項ただし書を削り、同項第１号中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、前項に規定する

設備（医務室を除く。）に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設

備を設けなければならない。

第１１条第４項中「前項」を「第２項」に改め、同項ただし書中「場合は」

の次に「、第２項に掲げる設備を除き」を加える。

第１２条ただし書中「指定児童発達支援事業所」の次に「（児童発達支援セ

ンターであるものを除く。）」を加える。

第２４条第２項中「当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額」

を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の

各号を加える。
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(1) 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通所支

援費用基準額

(2) 治療を行う場合 前号に掲げる額のほか、当該指定児童発達支援のうち

肢体不自由児通所医療（食事療養（健康保険法（大正１１年法律第７０

号）第６３条第２項第１号に規定する食事療養をいう。）を除く。以下同

じ。）に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例

により算定した費用の額

第２５条中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業

者」に改める。

第２６条第１項中「の支給」を「又は肢体不自由児通所医療費の支給」に、

「の額」を「及び肢体不自由児通所医療費の額」に改める。

第２７条の見出しを削り、同条第１項中「次条第１項」を「第２８条第１

項」に改め、同条第５項中「前項の評価及び改善の内容を」を「自己評価及び

保護者評価並びに前項に規定する改善の内容を、保護者に示すとともに、」に

改め、同項を同条第７項とし、同条第４項中「自ら評価」を「指定児童発達支

援事業所の従業者による評価を受けた上で、自ら評価（以下この条において

「自己評価」という。）」に、「保護者による評価」を「通所給付決定保護者

（以下この条において「保護者」という。）による評価（以下この条において

「保護者評価」という。）」に改め、同項を同条第６項とし、同条第３項を同

条第５項とし、同項の前に次の１項を加える。

４ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏

まえた指定児童発達支援（治療に係る部分を除く。以下この条及び次条にお

いて同じ。）の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及び

その改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、

心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。

第２７条第２項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊

重するための配慮をしなければならない。

第２７条の前に見出しとして「（指定児童発達支援の取扱方針）」を付し、
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同条の次に次の２条を加える。

第２７条の２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指

定児童発達支援プログラム（前条第４項に規定する領域との関連性を明確に

した指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。）を策定し、インターネ

ットの利用その他の方法により公表しなければならない。

（障害児の地域社会への参加及び包摂の推進）

第２７条の３ 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用

することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにす

ることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障

害児の地域社会への参加及び包摂（以下「インクルージョン」という。）の

推進に努めなければならない。

第２８条第２項中「行い、」を「行うとともに、障害児の年齢及び発達の程

度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身

ともに健やかに育成されるよう」に改め、同条第４項中「課題、」の次に「第

２７条第４項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえ

た」を加え、同条第５項中「当たっては」の次に「、障害児の意見が尊重さ

れ、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で」を加え、同条

第７項中「通所給付決定保護者」の次に「及び当該通所給付決定保護者に対し

て指定障害児相談支援（法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支

援をいう。）を提供する者」を加える。

第２９条に次の１項を加える。

２ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保

護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

第３１条の見出しを「（支援）」に改め、同条第１項及び第３項から第５項

までの規定中「指導、訓練等」を「支援」に改める。

第３６条中「特例障害児通所給付費」の次に「又は肢体不自由児通所医療

費」を加える。

第４０条中「指導訓練室」を「発達支援室」に改める。

第４１条の２第３項中「保護者」を「通所給付決定保護者」に改める。
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第４３条中「指定児童発達支援事業者」の次に「（治療を行うものを除

く。）」を加える。

第６１条第１項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同条第２項中「指導

訓練」を「発達支援」に、「訓練に」を「支援に」に改める。

第３章を次のように改める。

第３章 削除

第６７条から第７７条まで 削除

第７８条中「必要な訓練」を「必要な支援」に、「指導及び訓練」を「支

援」に改める。

第８１条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同条第２項中

「指導訓練室は、訓練」を「発達支援室は、支援」に改める。

第８７条第１項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同条第２項中「指導

訓練」を「発達支援」に、「訓練に」を「支援に」に改める。

第９１条第２項中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に、「の指導、

知識技能の付与」を「及び知識技能の習得」に、「必要な訓練」を「必要な支

援」に、「「訓練等」」を「この項において単に「支援」」に、「及び当該障

害児の訓練等」を「並びに当該障害児の支援」に、「訓練等に」を「支援に」

に、「又は職業教育」を「若しくは職業教育」に改める。

第９７条中「（第４項及び第５項を除く。）」を「（第６項及び第７項を除

く。）、第２７条の２」に、「、第５０条、第５１条」を「から第５１条ま

で」に、「、第５３条」を「及び第５３条」に改め、「及び第７６条」を削

り、「読み替える」を「、第２８条第４項中「第２７条第４項に規定する領域

との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「第２７条第

４項に規定する領域との関連性を踏まえた」と、第４９条第１項中「行わなけ

ればならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と読み替える」

に改める。

第１０２条中「及び第５項を除く。）」を「を除く。）、第２７条の３」

に、「、第５０条、第５１条」を「から第５１条まで」に改め、「、第７６

条」を削り、「第４４条第１項」を「第２７条第６項中「を受けて」とあるの

は「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行
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うに当たって訪問する施設（以下「訪問先施設」という。）による評価（以下

「訪問先施設評価」という。）を受けて」と、同項第５号中「障害児及びその

保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条

第７項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び

訪問先施設評価」と、「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に

示す」と、第２８条第４項中「第２７条第４項に規定する領域との関連性及び

インクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を

踏まえた」と、同条第５項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児

に係る訪問先施設の担当者等」と、第４４条第１項」に改め、「体制」と」の

次に「、第４９条第１項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努

めなければならない」と」を加える。

第１０３条第１項中「（第３項及び第６項を除く。）、第６８条」を「（第

４項及び第５項を除く。）」に、「第４項」を「第３項」に、「同項第１号中

「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第５項中「指定児

童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第７項」を「同条

第６項」に、「同条第８項」を「同条第７項」に、「第６８条第１項中「事業

所（以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。）」とあり、並びに同条

第２項及び第３項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型

事業所」」を「同条第８項中「当該指定児童発達支援事業所」とあるのは「当

該多機能型事業所」」に改める。

第１０５条第１項中「、第７１条」を削り、同条第２項中「、第７１条」を

削り、「、指定医療型児童発達支援又は」を「又は」に改め、「、指定医療型

児童発達支援の事業」を削り、同条第３項及び第４項中「、第７１条」を削

る。

第１０６条第１項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支

援事業者」に改め、「、第７７条」を削り、同条第２項中「指定障害児通所支

援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（経過措置）

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号。以下「一部

改正法」という。）附則第４条第１項の規定により一部改正法第２条の規定

による改正後の児童福祉法（以下「新児童福祉法」という。）第２１条の５

の３第１項の指定を受けたものとみなされているものについては、この条例

による改正後の下関市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第７条の規定にかかわら

ず、令和９年３月３１日までの間、なお従前の例によることができる。

３ 一部改正法附則第４条第１項の規定により新児童福祉法第２１条の５の３

第１項の指定を受けたものとみなされているものについては、新条例第１１

条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

４ この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の下関市

指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（以下「旧条例」という。）第７条第４項に規定する主として難聴児を通わ

せる指定児童発達支援事業所及び同条第５項に規定する主として重症心身障

害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新条例第７条及び第

１２条の規定にかかわらず、令和９年３月３１日までの間、なお従前の例に

よることができる。

５ この条例の施行の際現に指定を受けている旧条例第７条第４項に規定する

主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第５項に規定す

る主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、

新条例第１１条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることが

できる。

６ 新条例第２７条の２（新条例第５９条、第６３条、第８４条、第８５条、

第８９条及び第９７条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、令和７年３月３１日までの間、新条例第２７条の２中「公表しなけれ

ば」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。
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提案理由

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準の一部改正に伴い、所要の条文整備を行うため。



第 １ 回 定 例 会 議案第５１号

下関市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

下関市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２４年条例第６４号）の一部を次のように改正する。

第２条第３号中「、医療型児童発達支援（同条第３項に規定する医療型児童

発達支援をいう。）の事業」を削り、「同条第４項」を「同条第３項」に、

「同条第５項」を「同条第４項」に、「同条第６項」を「同条第５項」に改め

る。

第１２条第４項中「第１号」を「同項第１号」に改める。

第１６条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１

項を加える。

２ 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならな

い。

第１７条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び

意思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同条第１０項中「第７項」を「第８

項」に、「第８項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条中第

９項を第１０項とし、第８項を第９項とし、同条第７項中「利用者」の次に

「及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５１条

の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。）又は指定障害

児相談支援（児童福祉法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援

をいう。）を行う者（以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」と

いう。）」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項」を「第５
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項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「利用者」の次に「及び当

該利用者」を、「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対する意向等を改め

て確認するとともに」を加え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項

とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を

決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、

当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければ

ならない。

第１８条に次の１項を加える。

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。

第３９条第１項第３号及び第４項並びに第５２条第１項第２号及び第４項中

「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。

第５４条第１項中「第６３条第１項」を「第６１条の２」に改める。

第５５条中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。

第５７条第２項中「前項ただし書」を「同項ただし書」に改める。

第６０条中「同条第８項」を「同条第９項」に改める。

第６１条の次に次の１条を加える。

（規模）

第６１条の２ 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）

は、１０人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなけれ

ばならない。

第６３条第１項中「就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」とい

う。）」を「就労移行支援事業所」に改め、同項第４号中「又イ」を「又は

イ」に改める。

第６４条第１項第３号中「又イ」を「又はイ」に改める。
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第６９条中「第３８条まで」を「第３６条まで、第３８条」に、「同条第８

項」を「同条第９項」に改め、「第３７条ただし書及び」を削る。

第７６条第２項中「（昭和３５年法律第１２３号）」を削る。

第８８条第１項中「、指定医療型児童発達支援（指定通所支援条例第６７条

に規定する指定医療型児童発達支援をいう。）の事業」を削る。

附則第２項中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改め

る。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

提案理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障

害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の

条文整備を行うため。





第 １ 回 定 例 会 議案第５２号

下関市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

下関市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４

年条例第６５号）の一部を次のように改正する。

第３条に次の２項を加える。

４ 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し

つつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的

に確認するとともに、法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般

相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者

の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。

５ 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福

祉サービス等（法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス等をい

う。以下同じ。）の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊

重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外にお

ける指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相

談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を

行わなければならない。

第１１条第１項第２号及び第３号中「又は作業療法士」を「、作業療法士又

は言語聴覚士」に改める。

第１８条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１

項を加える。

２ 障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならな
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い。

第１９条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び

意思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、サービス管理責任者は、第２０条の３第１項の地域移

行等意向確認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）が把握

した利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。

第１９条第１０項中「第７項」を「第８項」に、「第８項」を「第９項」に

改め、同項を同条第１１項とし、同条中第９項を第１０項とし、第８項を第９

項とし、同条第７項中「利用者」の次に「及び当該利用者に対して指定計画相

談支援（法第５１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援をいう。）を行

う者」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項」を「第５項」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「利用者」の次に「及び当該利

用者」を、「担当者等」の次に「（地域移行等意向確認担当者を含む。）」

を、「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認する

とともに」を加え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項とし、第３

項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選

好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

第２０条に次の１項を加える。

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。

第２０条の次に次の２条を加える。

（地域との連携等）

第２０条の２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との

交流を図らなければならない。

２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及
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びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有す

る者並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を

活用して行う場合のものを含む。以下この条において「地域連携推進会議」

という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議におい

て、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く

機会を設けなければならない。

３ 障害者支援施設は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、おお

むね１年に１回以上、地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学す

る機会を設けなければならない。

４ 障害者支援施設は、第２項の報告、要望、助言等についての記録を作成す

るとともに、当該記録を公表しなければならない。

５ 前３項の規定は、障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービスの

質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ず

る措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。

（地域移行等意向確認担当者の選任等）

第２０条の３ 障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向の

把握、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の

利用状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福

祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下この条において「地

域移行等意向確認等」という。）を適切に行うため、地域移行等意向確認等

に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなけれ

ばならない。

２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向確認

等を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握し、又

は確認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容を第

１９条第６項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告

しなければならない。

３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第

７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定

相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な
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利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなけ

ればならない。

第４０条に次の２項を加える。

３ 障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指

定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

ない。

４ 障害者支援施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。

第４４条を次のように改める。

第４４条 削除

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日

までの間、この条例による改正後の下関市障害者支援施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第２０条の２の規定の

適用については、同条第２項及び第３項中「設けなければ」とあるのは「設

けるよう努めなければ」と、同条第４項中「公表しなければ」とあるのは

「公表するよう努めなければ」とする。

３ 施行日から令和８年３月３１日までの間、新条例第２０条の３の規定の適

用については、同条第１項中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう

努めなければ」と、同条第２項中「報告しなければ」とあるのは「報告する

よう努めなければ」とする。
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提案理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障

害者支援施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の条文整

備を行うため。
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 　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会                         　  議案第５３号

 
 下関市国民健康保険条例の一部を改正する条例

  上記の議案を提出する。

 令和６年２月２８日

                                       下関市長　 前　 田 　晋 太 郎

 
 下関市国民健康保険条例の一部を改正する条例

 下関市国民健康保険条例（平成１７年条例第１７９号）の一部を次のように

 改正する。

　第９条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者

（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」と

いう。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る」を削り、同条第１号ア

中「（一般被保険者に係るものに限る。）」を削り、同号イ中「附則第２２

条」を「附則第７条」に改め、「山口県が行う国民健康保険の一般被保険者に

係るものに限り、」を削り、同号カ中「退職被保険者等に係る療養の給付に要

する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護

療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要

する費用の額並びに山口県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る」及び

「及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の

額」を削り、同条第２号イ中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同号

 ウを次のように改める。

 　　ウ　法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

　第９条第２号エ中「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」及び

「並びに国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に

 要する費用に係るものに限る。）」を削る。

第１０条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者

に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、同条

 後段を削る。
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第１１条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項中「一般被

 保険者」を「被保険者」に改める。

第１２条の見出し並びに同条第１項各号列記以外の部分及び同項第１号中

「一般被保険者に係る」を削り、同項第２号中「一般被保険者に係る」を削

り、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改め、同項第３号ア中「一般被保

 険者に係る」を削り、「一般被保険者が」を「被保険者が」に改める。

 第１３条から第１６条までを次のように改める。

 第１３条から第１６条まで　削除

第１７条中「又は第１３条」及び「（一般被保険者と退職被保険者等が同一

の世帯に属する場合には、第１０条の基礎賦課額と第１３条の基礎賦課額との

 合算額をいう。第３４条及び第３６条第１項において同じ。）」を削る。

第１８条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を

削り、同条第１号中「であって、山口県が行う国民健康保険の一般被保険者に

係るもの」を削り、同条第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に改

 め、同号イ中「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。

第１９条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者

につき」を「被保険者につき」に改め、「（一般被保険者と退職被保険者等と

が同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみな

 して算定した世帯別平等割額）」を削る。

第２０条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険

 者」を「被保険者」に改める。

第２１条の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「一般被保険者に係

る」を削り、同項第１号及び第２号中「一般被保険者」を「被保険者」に改

め、同項第３号ア中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険者が」を

 「被保険者が」に改める。

 第２２条から第２５条までを次のように改める。

 第２２条から第２５条まで　削除

第２６条中「又は第２２条」及び「（一般被保険者と退職被保険者等が同一

の世帯に属する場合には、第１９条の後期高齢者支援金等賦課額と第２２条の

後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第３４条及び第３６条第１項に
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 おいて同じ。）」を削り、「２２万円」を「２４万円」に改める。

第２７条第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同号イ中

 「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。

第３４条第１項中「、若しくは特例対象被保険者等でなくなった」を削り、

「、第１３条、第１９条若しくは第２２条」を「若しくは第１９条」に、「又

は減少した」を「若しくは減少した」に改め、「場合を除く。）」の次に「又

は特例対象被保険者等となった場合」を加え、「若しくは第１５条」を削り、

同条第２項中「、第１３条、第１９条若しくは第２２条」を「若しくは第１９

 条」に改め、「若しくは第１５条」を削る。

第３６条第１項中「又は第１３条」を削り、同項第２号中「２９万円」を

 「 ２ ９ ５ ,０ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「 ５ ３ ５ ,０ ０ ０ 円 」 を

 「５４５,０００円」に改め、同条第３項中「又は第１３条」及び「又は第

２２条」を削り、「２２万円」を「２４万円」に改め、同条第４項中「又は第

 １３条」を削る。

第３７条の２第１項中「又は第１５条」を削り、「第１２条第２項」を「同

条第２項」に改め、同条第３項中「又は第１５条」、「又は第２４条」及び

「、「第１２条第２項」とあるのは「第２１条第２項」と」を削り、同条第４

項第１号中「又は第１５条」を削り、同条第６項中「又は第１５条」、「又は

第２４条」及び「、「第１２条第２項」とあるのは「第２１条第２項」と」を

 削る。

第３７条の３第１項中「又は第１３条」を削り、同条第３項中「又は第１３

条」及び「又は第２２条」を削り、「２２万円」を「２４万円」に改め、同条

第４項及び第５項中「又は第１３条」を削り、同条第７項中「又は第１３条」

及び「又は第２２条」を削り、「２２万円」を「２４万円」に改め、同条第８

 項中「又は第１３条」を削る。

 附　則

 （施行期日）

 １　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２　この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、令和６年度以
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後の年度分の保険料について適用し、令和５年度分までの保険料について

 は、なお従前の例による。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由

 　国民健康保険法等の一部改正に伴い、所要の条文整備を行うため。



第 １ 回 定 例 会 議案第５４号

下関市介護保険条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市介護保険条例の一部を改正する条例

下関市介護保険条例（平成１７年条例第１５７号）の一部を次のように改正

する。

第２条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同項第１号中「３３,０００円」を「３０,０３０円」に

改め、同項第２号中「４２,９００円」を「３８,６１０円」に改め、同項第３

号中「４９,５００円」を「４５,５４０円」に改め、同項第６号から第８号ま

での規定中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、

第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第９号ア中「４００万円」を

「４２０万円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第

１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１０号中

「１１５,５００円」を「１１８,８００円」に改め、同号ア中「４００万円以

上７００万円未満」を「４２０万円以上５２０万円未満」に改め、同号イ中

「又は次号イ」を「、次号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第

１５号イ」に改め、同項第１１号中「１３２,０００円」を「１２５,４００

円」に改め、同号ア中「７００万円以上１,０００万円未満」を「５２０万円

以上６２０万円未満」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号

イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」を加え、同項第１２号中

「１４８,５００円」を「１５８,４００円」に改め、同号を同項第１６号と

し、同項第１１号の次に次の４号を加える。

(12) 次のいずれかに該当する者 １３２,０００円

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの
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イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第１４号

イ又は第１５号イに該当する者を除く。）

(13) 次のいずれかに該当する者 １３８,６００円

ア 合計所得金額が７２０万円以上８２０万円未満であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ又は第１５

号イに該当する者を除く。）

(14) 次のいずれかに該当する者 １４５,２００円

ア 合計所得金額が８２０万円以上９２０万円未満であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イに該当す

る者を除く。）

(15) 次のいずれかに該当する者 １５１,８００円

ア 合計所得金額が９２０万円以上１,０２０万円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除

く。）

第２条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に、「１９,８００円」を「１８,８１０円」に改め、同条第３項

中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「１９,８００円」を「１８,８１０円」に、「２６,４００円」を

「２５,４１０円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」
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を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１９,８００円」を「１８,８１０

円」に、「４６,２００円」を「４５,２１０円」に改める。

第４条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号

ロ、第１２号ロ又は第１３号ロ」に、「第９号まで」を「第１３号まで」に改

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の第２条の規定は、令和６年度分の保険料から適用

し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

提案理由

令和６年度から令和８年度までの保険料率を定め、及び介護保険法施行令

の一部改正に伴う所要の条文整備を行うため。





 　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会  議案第５５号

 
下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

 基準等を定める条例等の一部を改正する条例

  上記の議案を提出する。

 令和６年２月２８日

                                       下関市長　 前　 田 　晋 太 郎

 
下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

 基準等を定める条例等の一部を改正する条例

 （下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部改正） 

第１条　下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例（平成２４年条例第７０号）の一部を次のように改正する。 

　　第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

　　第９条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を

「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。第２７７条第１項において同

 じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。

　　第２４条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の次に次の

 ２号を加える。

　　(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を

 行ってはならない。

　　(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

　　第３４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要
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事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要

 事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

　３　指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

 なければならない。

　　第４２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号と

し、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

　　(3) 第２４条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

 利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 　　第４４条ただし書及び第５０条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

　　第５４条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号と

 し、第２号の次に次の２号を加える。

　　(3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

 束等を行ってはならない。

　　(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

　　第５８条第２項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と

し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

４号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。

　　(2) 第５４条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

 利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

　　第６１条ただし書及び第１０１条ただし書中「同一敷地内にある」を削

 る。

　　第１０５条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の次に次
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 の２号を加える。

　　(3) 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

 を行ってはならない。

　　(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

 　　第１０７条中「第５節」を「次節」に改める。

　　第１１２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号と

し、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

　　(3) 第１０５条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

 の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

　　第１１５条中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第４号」を「同

 項第５号」に改める。

　　第１３３条ただし書及び第１４９条ただし書中「同一敷地内にある」を削

 る。

　　第１５５条第４項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条中第６項

 を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。

　６　指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

 に掲げる措置を講じなければならない。

　　(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行う場合のものを含む。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

 こと。

 　　(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

　　(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修
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 を定期的に実施すること。

 　　第１６６条の次に次の１条を加える。

　　（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

 る方策を検討するための委員会の設置）

　第１６６条の２　指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介

護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性

の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所生活介護事業所

における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

 場合のものを含む。）を定期的に開催しなければならない。

　　第１６７条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規

 定による」に改める。

 　　第１７４条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。

　８　ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

 るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

　　(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行う場合のものを含む。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

 こと。

 　　(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

　　(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

 を定期的に実施すること。

 　　第１７９条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

　５　ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の

 管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

 　　第１８４条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

　　第１９０条第１項第２号を削り、同項第３号中「（前号に該当するものを

除く。）」を削り、「医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）」を

「同法」に改め、同号を同項第２号とし、同項第４号中「前２号」を「前

号」に改め、「及び入院患者」を削り、同号を同項第３号とし、同項第５号
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 を同項第４号とする。

　　第１９１条第１項第２号を削り、同項第３号中「（指定介護療養型医療施

設であるものを除く。）」を削り、同号を同項第２号とし、同項中第４号を

第３号とし、第５号を第４号とし、同条第２項中「前項第３号及び第４号」

 を「前項第２号及び第３号」に、「前項に」を「同項に」に改める。

　　第１９２条中「、診療所」を「又は診療所」に改め、「又は病院の老人性

認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の

２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令

（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床により構成され

 る病棟をいう。以下同じ。）」を削る。

 　　第１９４条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。

　６　指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

 に掲げる措置を講じなければならない。

　　(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行う場合のものを含む。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

 こと。

 　　(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

　　(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

 を定期的に実施すること。

　　第２０２条第２号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は老人性認知症

疾患療養病棟を有する病院」を削り、「又は老人性認知症疾患療養病棟に係

 る」を「に係る」に改める。

　　第２０３条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規

 定による」に改める。

　　第２０４条中「及び第１６６条」を「、第１６６条及び第１６６条の２」

 に改める。

　　第２０７条第１項中「ユニット型指定短期入所療養介護の」を「介護老人

保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護の」に、「次のとおり」を

「法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニッ
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ト型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有すること」に改め、同項

各号を削り、同条第２項中「第１９２条第１項に規定する設備」を「第

１９２条第１項から第４項までに規定する設備」に、「前項」を「前各項」

 に改め、同項を同条第５項とし、同条第１項の次に次の３項を加える。

　２　療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の

 設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

　　(1) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所

 は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

　　(2) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所

のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさ

 なければならない。

 　　　ア　ユニット

 　　　　(ｱ) 病室

　　　　　ａ　１の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定

短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、２人とする

 ことができること。

　　　　　ｂ　病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニ

 ットの利用者の定員は、原則としておおむね１０人以下とし、

 １５人を超えないものとすること。

　　　　　ｃ　１の病室の床面積等は、１０.６５平方メートル以上とするこ

と。ただし、ａただし書の場合にあっては、２１.３平方メート

 ル以上とすること。

 　　　　　ｄ　ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 　　　　(ｲ) 共同生活室

　　　　　ａ　共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所とし

 てふさわしい形状を有すること。

　　　　　ｂ　１の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室

が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準と
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 すること。

 　　　　　ｃ　必要な設備及び備品を備えること。

 　　　　(ｳ) 洗面設備

　　　　　ａ　病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けるこ

 と。

 　　　　　ｂ　身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 　　　　(ｴ) 便所

　　　　　ａ　病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けるこ

 と。

　　　　　ｂ　ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由

 な者が使用するのに適したものとすること。

　　　イ　廊下幅は、１.８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅

 は、２.７メートル以上とすること。

　　　ウ　機能訓練室は、内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を

 有し、必要な器械及び器具を備えること。

 　　　エ　浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

　　(3) 前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所

療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者

に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りで

 ない。

　　(4) 第２号ア(ｲ)の共同生活室は、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令

 第５０号）第２１条第３号に規定する食堂とみなす。

　　(5) 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット

型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して

 必要な設備を設けることとする。

　３　療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所

 の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

　　(1) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業

 所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

　　(2) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業
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所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満た

 さなければならない。

 　　　ア　ユニット

 　　　　(ｱ) 病室

　　　　　ａ　１の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定

短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、２人とする

 ことができること。

　　　　　ｂ　病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニ

 ットの利用者の定員は、原則としておおむね１０人以下とし、

 １５人を超えないものとすること。

　　　　　ｃ　１の病室の床面積等は、１０.６５平方メートル以上とするこ

と。ただし、ａただし書の場合にあっては、２１.３平方メート

 ル以上とすること。

 　　　　　ｄ　ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 　　　　(ｲ) 共同生活室

　　　　　ａ　共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所とし

 てふさわしい形状を有すること。

　　　　　ｂ　１の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室

が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準と

 すること。

 　　　　　ｃ　必要な設備及び備品を備えること。

 　　　　(ｳ) 洗面設備

　　　　　ａ　病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けるこ

 と。

 　　　　　ｂ　身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 　　　　(ｴ) 便所

　　　　　ａ　病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けるこ

 と。
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　　　　　ｂ　ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由

 な者が使用するのに適したものとすること。

　　　イ　廊下幅は、１.８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅

 は、２.７メートル以上とすること。

　　　ウ　機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器

 械及び器具を備えること。

 　　　エ　浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

　　(3) 前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所

療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者

に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りで

 ない。

　　(4) 第２号ア(ｲ)の共同生活室は、医療法施行規則第２１条の４において

 準用する同令第２１条第３号に規定する食堂とみなす。

　　(5) 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニッ

ト型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際し

 て必要な設備を設けることとする。

　４　介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関す

る基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユ

 ニット型介護医療院に関するものに限る。）を有することとする。

 　　第２０９条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。

　８　ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

 るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

　　(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行う場合のものを含む。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

 こと。

 　　(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

　　(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

 を定期的に実施すること。

 　　第２１４条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。
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　５　ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の

 管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

 　　第２１５条中第２号を削り、第３号を第２号とする。

 　　第２１８条に次の１項を加える。

　９　次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号ア及び

第２項第２号アの規定の適用については、これらの規定中「１」とあるの

 は、「０.９」とする。

　　(1) 第２３７条において準用する第１６６条の２に規定する委員会におい

て、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を

図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及

 び当該事項の実施を定期的に確認していること。

 　　　ア　利用者の安全及びケアの質の確保

 　　　イ　特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

 　　　ウ　緊急時の体制整備

　　　エ　業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号にお

 いて「介護機器」という。）の定期的な点検

 　　　オ　特定施設従業者に対する研修

 　　(2) 介護機器を複数種類活用していること。

　　(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

 るため、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

　　(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われてい

 ると認められること。

 　　第２１９条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

 　　第２２８条の次に次の１条を加える。

 　　（口腔衛生の管理）

　第２２８条の２　指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健

康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の

管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行

 わなければならない。
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 　　第２３４条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。

　２　指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定める

 ように努めなければならない。

　　(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

 を行う体制を、常時確保していること。

　　(2) 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場

 合において診療を行う体制を、常時確保していること。

　３　指定特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協

 力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。

　４　指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項

に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療

機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型イン

フルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に

規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り

 決めるよう努めなければならない。

　５　指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、

 新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

　６　指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となっ

た場合においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることがで

 きるように努めなければならない。

　　第２３６条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規

 定による」に改める。

　　第２３７条中「及び第１５９条」を「、第１５９条及び第１６６条の２」

 に改める。

 　　第２４１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。
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　　第２４７条第２項第２号から第９号までの規定中「に規定する」を「の規

 定による」に改める。

　　第２５０条第１項中「介護保険法施行令」の次に「（平成１０年政令第

 ４１２号）」を加える。

 　　第２５１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

　　第２５５条中第６号を第９号とし、第５号を第８号とし、同号の前に次の

 ２号を加える。

　　(6) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

 束等を行ってはならない。

　　(7) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

　　第２５５条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号

 とし、第１号の次に次の１号を加える。

　　(2) 法第８条第１２項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条

第１３項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具（以下

「対象福祉用具」という。）に係る指定福祉用具貸与の提供に当たって

は、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを

選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に

当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービ

ス等（同条第２４項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者

その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行う

 ものとする。

　　第２５６条第１項中「内容」の次に「、福祉用具貸与計画の実施状況の把

握（以下この条において「モニタリング」という。）を行う時期」を加え、

同条第６項を同条第８項とし、同条第５項中「福祉用具貸与計画の作成後、

当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い」を「モニタリングの結果を

踏まえ」に改め、同項を同条第７項とし、同条第４項の次に次の２項を加え
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 る。

　５　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行

うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当

たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から６月以内

に少なくとも１回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を

 行うものとする。

　６　福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサー

ビスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に

 報告しなければならない。

　　第２６１条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重

要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条中第３項を第４項とし、第２

 項の次に次の１項を加える。

　３　指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲

 載しなければならない。

　　第２６２条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号と

し、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

 同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

　　(3) 第２５５条第７号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

 の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 　　第２６８条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

 　　第２７３条中第４号を第８号とし、同号の前に次の３号を加える。

　　(5) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用

者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよ

う努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう

 努めるものとする。

　　(6) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用
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者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

 的拘束等を行ってはならない。

　　(7) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

　　第２７３条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次

 の１号を加える。

　　(2) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用

者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択でき

ることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって

必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法

第８条第２４項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その

他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うもの

 とする。

 　　第２７４条に次の１項を加える。

　５　福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提

供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売

 計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。

　　第２７５条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号と

し、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

　　(3) 第２７３条第７号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

 の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

　　第２７７条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

 情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。

第２条　下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
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等を定める条例の一部を次のように改正する。 

 　　第６６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

　　第７２条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号と

 し、第２号の次に次の２号を加える。

　　(3) 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

 を行ってはならない。

　　(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

　　第７８条第２項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第８号と

し、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加える。

　　(5) 第７２条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

 利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

　　第８１条第３項中「第８０条第１項に規定する人員」を「第８０条第１項

から第３項までに規定する人員」に、「、第１項」を「、前３項」に改め、

 同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

　３　指定訪問リハビリテーション事業所が法第７２条第１項の規定により法

第４１条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又

は介護医療院である場合については、下関市介護老人保健施設の人員、施

設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第７５

号。以下「介護老人保健施設条例」という。）第３条又は下関市介護医療

院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０

年条例第３４号。以下「介護医療院条例」という。）第４条に規定する人

員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしてい

 るものとみなすことができる。

　　第８５条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号と
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 し、第２号の次に次の２号を加える。

　　(3) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

 き、身体的拘束等を行ってはならない。

　　(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

　　第８６条第５項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第６項と

 し、同条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。

　４　医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーショ

ンを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーショ

ン計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション

実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握

 しなければならない。

　　第８８条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号と

し、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

　　(3) 第８５条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

 利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

　　第９５条第１項中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを２号ずつ

 繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。

　　(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

 的拘束等を行ってはならない。

　　(5) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

　　第９５条第２項中第７号を第９号とし、第３号から第６号までを２号ずつ
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 繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。

　　(3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

 的拘束等を行ってはならない。

　　(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

　　第９５条第３項中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の次

 に次の２号を加える。

　　(3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

 的拘束等を行ってはならない。

　　(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

　　第９７条第２項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と

し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

４号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。

　　(2) 第９５条第１項第５号、第２項第４号及び第３項第４号の規定による

身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

 やむを得ない理由の記録

　　第１３７条第４項中「第３項」を「第４項」に、「前３項」を「前各項」

 に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。

　４　指定通所リハビリテーション事業所が法第７２条第１項の規定により法

第４１条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又

は介護医療院である場合については、介護老人保健施設条例第３条又は介

護医療院条例第４条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

 前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
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　　第１４０条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の次に次

 の２号を加える。

　　(3) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

 き、身体的拘束等を行ってはならない。

　　(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

　　第１４１条第６項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第７項と

し、同条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項の次に次の１

 項を加える。

　４　医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院

した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該

医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者

 に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

　　第１４５条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号と

し、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

　　(3) 第１４０条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

 の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

　　第１９１条第１項第１号中「下関市介護老人保健施設の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第７５号）」を

「介護老人保健施設条例」に改め、同項第４号中「下関市介護医療院の人

員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年条例第

 ３４号）」を「介護医療院条例」に改める。

（下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

 定める条例の一部を改正する条例の一部改正）

第３条　下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
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等を定める条例の一部を改正する条例（令和３年条例第２０号）の一部を次

 のように改正する。

 　　附則第２項及び第３項を次のように改める。

 （虐待の防止に係る経過措置）

　２　この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和９年３月３１日

までの間、この条例による改正後の下関市指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」とい

う。）第３条第３項（新条例第９１条第１項に規定する指定居宅療養管理

指導事業者に適用される場合に限る。）及び第４０条の２（新条例第９８

条において準用する場合に限る。）の規定の適用については、これらの規

定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新

 条例第９６条の規定の適用については、同条中「、次に」とあるのは

「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう

努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待の

 防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置）

　３　施行日から令和９年３月３１日までの間、新条例第３２条の２（新条例

第９８条において準用する場合に限る。）の規定の適用については、新条

例第３２条の２中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなけれ

ば」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」

と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とす

 る。

 　　　附　則

 　（施行期日）

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条中下関市指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

第９条第２項第２号及び第２７７条第１項の改正規定は公布の日から、第２

 条の規定は令和６年６月１日から施行する。

 　（重要事項の掲示に係る経過措置）

２　この条例の施行の日（以下｢施行日｣という。）から令和７年３月３１日ま
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での間は、第１条の規定による改正後の下関市指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」とい

う。）第３４条第３項（新条例第４２条の３、第４７条、第５９条、第６３

条、第７９条、第８９条、第９８条、第１１３条、第１１５条、第１３５

条、第１４６条、第１６８条（新条例第１８１条において準用する場合を含

む。）、第１８１条の３、第１８８条、第２０４条（新条例第２１６条にお

いて準用する場合を含む。）、第２３７条及び第２４８条において準用する

場合を含む。）及び第２６１条第３項（新条例第２６５条及び第２７６条に

 おいて準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

 　（身体的拘束等の適正化に係る経過措置）

３　施行日から令和７年３月３１日までの間は、新条例第１５５条第６項（新

条例第１８１条の３及び第１８８条において準用する場合を含む。）、第

１７４条第８項、第１９４条第６項及び第２０９条第８項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めな

 ければ」とする。

　（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

 方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）

４　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第１６６条の２（新条

例第１８１条、第１８１条の３、第１８８条、第２０４条（新条例第２１６

条において準用する場合を含む。）及び第２３７条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、新条例第１６６条の２中「しなければ」

 とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

 　（口腔衛生の管理に係る経過措置）

５　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第２２８条の２の規定

の適用については、同条中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めな

 ければ」とする。
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 提案理由

　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改

正に伴い、所要の条文整備を行うため。





 　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会                         　  議案第５６号

 
下関市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援

 の方法に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例

  上記の議案を提出する。

 令和６年２月２８日

                                       下関市長　 前　 田 　晋 太 郎

 
下関市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援

 の方法に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例

 （下関市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

 等を定める条例の一部改正）

第１条　下関市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例（平成２４年条例第７１号）の一部を次のように改正す

 る。

 第５０条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第５１条の２第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる

物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第２６７条第１項におい

 て同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。

第５５条の４第１項中「認められる重要事項」の次に「（以下この条にお

いて単に「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する

事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加

 える。

３　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサ
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 イトに掲載しなければならない。

第５６条第２項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と

し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

４号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。

(2) 第５９条第４号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利

 用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第５９条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号と

 し、第２号の次に次の２号を加える。

(3) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

 身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

 第６１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第８７条第１号中「第４条に規定する担当職員」を「第４条第１項に規定

する担当職員及び同条第２項に規定する介護支援専門員」に改め、「指定介

護予防サービス等をいう」の次に「。第２５１条第４号及び第２６５条第３

 号において同じ」を加える。

第１２５条第３項中「口腔機能」を「口腔機能」に改める。 
くう

 第１３１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第１３７条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１

 項を加える。

３　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

 ため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装
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置等を活用して行う場合のものを含む。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

 こと。

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

 を定期的に実施すること。

第１４０条第２項中「第４条に規定する担当職員」を「第４条第１項に規

定する担当職員及び同条第２項に規定する介護支援専門員」に、「前項各

 号」を「同項各号」に改める。

 第１４１条の次に次の１条を加える。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

 る方策を検討するための委員会の設置）

第１４１条の２　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予

防短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向

上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予

防短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ

電話装置等を活用して行う場合のものを含む。）を定期的に開催しなけれ

 ばならない。

第１４２条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規

 定による」に改める。

 第１５８条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット

 型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

 第１６８条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第１７４条第１項第２号を削り、同項第３号中「（前号に該当するものを

除く。）」を削り、「医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）」を

「同法」に改め、同号を同項第２号とし、同項第４号中「前２号」を「前

号」に改め、「及び入院患者」を削り、同号を同項第３号とし、同項第５号

 を同項第４号とする。
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第１７５条第１項第２号を削り、同項第３号中「（指定介護療養型医療施

設であるものを除く。）」を削り、同号を同項第２号とし、同項中第４号を

第３号とし、第５号を第４号とし、同条第２項中「前項第３号及び第４号」

 を「前項第２号及び第３号」に、「、前項」を「、同項」に改める。

第１７６条中「、診療所」を「又は診療所」に改め、「又は病院の老人性

認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の

２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令

（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床により構成され

 る病棟をいう。以下同じ。）」を削る。

 第１７８条に次の１項を加える。

３　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

 ため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行う場合のものを含む。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

 こと。

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

 を定期的に実施すること。

第１８０条第２号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は老人性認知症

疾患療養病棟を有する病院」を削り、「又は老人性認知症疾患療養病棟に係

 る」を「に係る」に改める。

第１８１条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規

 定による」に改める。

第１８２条中「及び第１４１条」を「、第１４１条及び第１４１条の２」

 に改める。

第１９２条第１項中「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の」を

「介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の」

に、「次のとおり」を「法に規定する介護老人保健施設として必要とされる

施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有す
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ること」に改め、同項各号を削り、同条第２項中「、指定居宅サービス等条

例第２０７条第１項」の次に「から第４項まで」を加え、「前項」を「前各

 項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第１項の次に次の３項を加える。

２　療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護

 事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

(1) 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介

 護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

(2) 療養病床を有する病院であるユニット型介護予防指定短期入所療養介

護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準

 を満たさなければならない。

 ア　ユニット

 (ｱ) 病室

ａ　１の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定

介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、２

 人とすることができる。

ｂ　病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニ

ットの利用者の定員は、原則としておおむね１０人以下とし、

 １５人を超えないものとすること。

ｃ　１の病室の床面積等は、１０.６５平方メートル以上とするこ

と。ただし、ａただし書の場合にあっては、２１.３平方メート

 ル以上とすること。

 ｄ　ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 (ｲ) 共同生活室

ａ　共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所とし

 てふさわしい形状を有すること。

ｂ　１の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室

が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準と

 すること。
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 ｃ　必要な設備及び備品を備えること。

 (ｳ) 洗面設備

ａ　病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けるこ

 と。

 ｂ　身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 (ｴ) 便所

ａ　病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けるこ

 と。

ｂ　ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由

 な者が使用するのに適したものとすること。

イ　廊下幅は、１.８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅

 は、２.７メートル以上とすること。

ウ　機能訓練室は、内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を

 有し、必要な器械及び器具を備えること。

 エ　浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防

短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただ

し、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない

 場合は、この限りでない。

(4) 第２号ア(ｲ)の共同生活室は、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令

 第５０号）第２１条第３号に規定する食堂とみなす。

(5) 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害

 に際して必要な設備を設けることとする。

３　療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介

 護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

(1) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養

 介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

(2) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養

介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基
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 準を満たさなければならない。

 ア　ユニット

 (ｱ) 病室

ａ　１の病室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定

介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、２

 人とすることができること。

ｂ　病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニ

ットの利用者の定員は、原則としておおむね１０人以下とし、

 １５人を超えないものとすること。

ｃ　１の病室の床面積等は、１０.６５平方メートル以上とするこ

と。ただし、ａただし書の場合にあっては、２１.３平方メート

 ル以上とすること。

 ｄ　ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 (ｲ) 共同生活室

ａ　共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所とし

 てふさわしい形状を有すること。

ｂ　１の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室

が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準と

 すること。

 ｃ　必要な設備及び備品を備えること。

 (ｳ) 洗面設備

ａ　病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けるこ

 と。

 ｂ　身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 (ｴ) 便所

ａ　病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けるこ

 と。

ｂ　ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由
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 な者が使用するのに適したものとすること。

イ　廊下幅は、１.８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅

 は、２.７メートル以上とすること。

ウ　機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器

 械及び器具を備えること。

 エ　浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防

短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただ

し、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない

 場合は、この限りでない。

(4) 第２号ア(ｲ)の共同生活室は、医療法施行規則第２１条の４において

 準用する同令第２１条第３号に規定する食堂とみなす。

(5) 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災

 害に際して必要な設備を設けることとする。

４　介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設

備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び

設備（ユニット型介護医療院に関するものに限る。）を有することとす

 る。

 第１９５条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット

 型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

 第１９６条中第２号を削り、第３号を第２号とする。

 第２０２条中「第１８４条第１項」を「第１８４条」に改める。

 第２０４条に次の１項を加える。

９　次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号ア及び

第２項第２号アの規定の適用については、これらの規定中「１」とあるの

 は、「０.９」とする。

(1) 第２１８条において準用する第１４１条の２に規定する委員会におい

て、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を
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図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及

 び当該事項の実施を定期的に確認していること。

 ア　利用者の安全及びケアの質の確保

 イ　介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

 ウ　緊急時の体制整備

エ　業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号にお

 いて「介護機器」という。）の定期的な点検

 オ　介護予防特定施設従業者に対する研修

 (2) 介護機器を複数種類活用していること。

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

るため、介護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行っているこ

 と。

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

る取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われてい

 ると認められること。

 第２０５条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

 第２１１条の次に次の１条を加える。

 （口腔衛生の管理）

第２１１条の２　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の

口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口

腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計

 画的に行わなければならない。

 第２１５条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。

２　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関

 を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

 を行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めが

 あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
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３　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとと

 もに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

４　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条

第１７項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定

指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する

新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条

第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対

 応を取り決めるように努めなければならない。

５　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種

協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関と

の間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならな

 い。

６　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可

能となった場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入

 居させることができるように努めなければならない。

第２１７条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規

 定による」に改める。

第２１８条中「、第５５条の４」の次に「から第５５条の８まで、第５５

条の１０」を加え、「（第５５条の９第２項を除く。）」を削り、「及び第

１４０条の２」を「、第１４０条の２及び第１４１条の２」に、「第５５条

の１０の２第１号及び第３号並びに第５５条の４第１項」を「第５５条の４

第１項並びに第５５条の１０の２第１号及び第３号」に、「同項」を「第

 ５５条の４第１項」に改める。

 第２２９条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第２３４条第２項第２号から第９号までの規定中「に規定する」を「の規

 定による」に改める。

第２３５条中「第５５条の４から」を「第５５条の４から第５５条の８ま
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で、第５５条の１０から」に改め、「（第５５条の９第２項を除く。）」を

 削り、「第２１２条まで」を「第２１１条まで、第２１２条」に改める。

第２３９条第１項中「介護保険法施行令」の次に「（平成１０年政令第

 ４１２号）」を加える。

 第２４０条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第２４７条第１項中「認められる重要事項」の次に「（以下この条におい

て単に「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事

項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条中第３項を第４項

 とし、第２項の次に次の１項を加える。

３　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサ

 イトに掲載しなければならない。

第２４８条第２項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を

「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号中「に規定す

る」を「の規定による」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に

 次の１号を加える。

(2) 第２５１条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

 の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第２５１条中第７号を第１０号とし、同号の前に次の２号を加える。

(8) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

 身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

第２５１条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５号

 とし、第３号の次に次の１号を加える。

(4) 法第８条の２第１０項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び
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同条第１１項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具

（以下「対象福祉用具」という。）に係る指定介護予防福祉用具貸与の

提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介

護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を

行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するととも

に、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計

画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者

 の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。

第２５２条第１項中「期間等」を「期間、介護予防福祉用具貸与計画の実

施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行う時期

等」に改め、同条第５項中「当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把

握（以下この条において「モニタリング」という。）」を「モニタリング」

 に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっ

ては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から６月

以内に少なくとも１回モニタリングを行い、その継続の必要性について検

 討を行うものとする。

 第２５７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第２６２条第２項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第５号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号中「に規定する」を

「の規定による」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１

 号を加える。

(2) 第２６５条第８号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

 の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第２６５条中第５号を第９号とし、同号の前に次の３号を加える。

(6) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たって

は、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確

認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を
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 行うよう努めるものとする。

(7) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

 き、身体的拘束等を行ってはならない。

(8) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

第２６５条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次

 の１号を加える。

(3) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たって

は、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具

販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利

用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置

付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用

 者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。

 第２６６条に次の１項を加える。

５　福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具

販売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該

特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うも

 のとする。

第２６７条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

 情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。

第２条　下関市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

 基準等を定める条例の一部を次のように改正する。

 第６６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第７４条第２項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第８号と
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し、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加える。

(5) 第７７条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の

 利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第７７条第１５号中「及び第１０号から第１４号まで」を「、第９号及び

第１２号から前号まで」に改め、同号を同条第１７号とし、同条第１４号中

「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１６号とし、同条中第８

 号から第１３号までを２号ずつ繰り下げ、第７号の次に次の２号を加える。

(8) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

 的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

 第７８条第４項中「前条第１５号」を「前条第１７号」に改める。

第８０条第３項中「第８１条第１項に規定する人員」を「第８１条第１項

から第３項までに規定する人員」に、「、第１項」を「、前３項」に改め、

 同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

３　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第１１５条の１１の規

定により準用される法第７２条第１項の規定により法第５３条第１項本文

の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である

場合については、下関市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運

営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第７５号。第１１８条第４

項及び第１７５条第１項第１号において「介護老人保健施設条例」とい

う。）第３条又は下関市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関

する基準を定める条例（平成３０年条例第３４号。第１１８条第４項及び

第１７５条第１項第４号において「介護医療院条例」という。）第４条に

規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を

 満たしているものとみなすことができる。
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第８４条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号と

し、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

(3) 第８７条第１１号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

 の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第８７条第１４号中「第１２号」を「第１５号」に改め、同号を同条第

１７号とし、同条中第９号から第１３号までを３号ずつ繰り下げ、第８号を

 第９号とし、同号の次に次の２号を加える。

(10) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

 合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

第８７条第７号を同条第８号とし、同条第６号中「第５号」を「第６号」

に改め、同号を同条第７号とし、同条中第５号を第６号とし、第４号の次に

 次の１号を加える。

(5) 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーシ

ョンを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハ

ビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハ

ビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーシ

 ョンの情報を把握しなければならない。

第９３条第２項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と

し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

４号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。

(2) 第９６条第１項第４号、第２項第４号及び第３項第４号の規定による
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身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

 やむを得ない理由の記録

第９６条第１項中第７号を第９号とし、第４号から第６号までを２号ずつ

繰り下げ、同項第３号中「前号」を「第２号」に改め、同号を同項第５号と

 し、同項第２号の次に次の２号を加える。

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

 き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

第９６条第２項中第７号を第９号とし、第３号から第６号までを２号ずつ

 繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

 き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

第９６条第３項中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号の次

 に次の２号を加える。

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

 き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

第１１８条第４項中「第３項」を「第４項」に、「前３項」を「前各項」

 に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。

４　指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第１１５条の１１の規
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定により準用される法第７２条第１項の規定により法第５３条第１項本文

の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である

場合については、介護老人保健施設条例第３条又は介護医療院条例第４条

に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準

 を満たしているものとみなすことができる。

第１２３条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号と

し、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

 同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

(3) 第１２６条第１１号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

 際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第１２６条第１３号中「第１１号」を「第１４号」に改め、同号を同条第

１６号とし、同条中第９号から第１２号までを３号ずつ繰り下げ、第８号を

 第９号とし、同号の次に次の２号を加える。

(10) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

 合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

 い。

第１２６条第７号を同条第８号とし、同条第６号中「第５号」を「第６

号」に改め、同号を同条第７号とし、同条中第５号を第６号とし、第４号の

 次に次の１号を加える。

(5) 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退

院した利用者に係る介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当た

っては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等によ

り、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければなら

 ない。

第１７５条第１項第１号中「下関市介護老人保健施設の人員、施設及び設
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備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第７５号）」を

「介護老人保健施設条例」に改め、同項第４号中「下関市介護医療院の人

員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年条例第

 ３４号）」を「介護医療院条例」に改める。

（下関市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

 等を定める条例の一部を改正する条例の一部改正）

第３条　下関市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例（令和３年条例第２１号）の一部

 を次のように改正する。

 附則第２項及び附則第３項を次のように改める。

 （虐待の防止に係る経過措置）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和９年３月３１

日までの間、この条例による改正後の下関市指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新条例」

という。）第３条第３項（新条例第８９条第１項に規定する指定介護予防

居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。）及び第５５条の１０

の２（新条例第９４条において準用する場合に限る。）の規定の適用につ

いては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努め

なければ」とし、新条例第９２条の規定の適用については、同条中「、次

に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を

定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重

 要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置）

３　施行日から令和９年３月３１日までの間、新条例第５５条の２の２（新

条例第９４条において準用する場合に限る。）の規定の適用については、

同条中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実

施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うもの
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 とする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

 附　則

 （施行期日）

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条中下関市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例第５１条の２第２項第２号及び第２６７条第１項の改正規定は公布の日

 から、第２条の規定は令和６年６月１日から施行する。

 （重要事項の掲示に係る経過措置）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日

までの間は、第１条の規定による改正後の下関市指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新条例」と

いう。）第５５条の４第３項（新条例第６３条、第７５条、第８５条、第

９４条、第１２４条、第１４３条（新条例第１６０条において準用する場合

を含む。）、第１６５条の３、第１７２条、第１８２条（新条例第１９７条

において準用する場合を含む。）、第２１８条及び第２３５条において準用

する場合を含む。）及び第２４７条第３項（新条例第２５４条及び第２６３

 条において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置）

３　施行日から令和７年３月３１日までの間は、新条例第１３７条第３項（新

条例第１６０条、第１６５条の３及び第１７２条において準用する場合を含

む。）及び第１７８条第３項（新条例第１９７条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるの

 は、「講じるよう努めなければ」とする。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

 方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）

４　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第１４１条の２（新条

例第１６０条、第１６５条の３、第１７２条、第１８２条（新条例第１９７

条において準用する場合を含む。）及び第２１８条において準用する場合を
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含む。）の規定の適用については、新条例第１４１条の２中「しなければ」

 とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

 （口腔衛生の管理に係る経過措置）

５　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第２１１条の２の規定

の適用については、同条中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めな

 ければ」とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等の一

 部改正に伴い、所要の条文整備を行うため。



　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会                         　 議案第５７号 

 
下関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

令和６年２月２８日 

                                      下関市長　 前　 田 　晋 太 郎 

 
下関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 下関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２４年条例第７２号）の一部を次のように改正する。 

第７条第５項第５号中「第６６条」を「第６６条第１項」に改め、同項中第

１１号を削り、第１２号を第１１号とし、同条第６項ただし書中「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所」を「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所」に、「同一施設」を「同一敷地」に改める。 

第８条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１０条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第２０５条第１項において同じ。）に係る

記録媒体をいう。）」に改める。 

第２５条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号の次に次

の２号を加える。 

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）を行ってはならない。 

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 
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第３５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事

項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３　指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。 

第４３条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

７号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第８号とし、同

項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号と

し、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６

号とし、同項第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 第２５条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４８条第３項ただし書中「夜間対応型訪問介護事業所」を「指定夜間対応

型訪問介護事業所」に改め、同条第４項中第１１号を削り、第１２号を第１１

号とし、同条第５項ただし書及び第６項中「夜間対応型訪問介護事業所」を

「指定夜間対応型訪問介護事業所」に改める。 

第４９条ただし書中「同一敷地内の」を削る。 

第５２条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号と

し、第４号の次に次の２号を加える。 

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第５９条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同

項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と

し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第５２条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利
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用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第６０条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第６０条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次

の２号を加える。 

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第６０条の１９第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定

による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の

規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加

える。 

(3) 第６０条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第６０条の２０の３中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第４号」

を「同項第５号」に改める。 

第６０条の２４第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第６０条の３０中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５

号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第６０条の３７第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同項第７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定
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による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の

規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加

える。 

(4) 第６０条の３０第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第６３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第６６条第２項中「介護保険施設をいう。以下同じ。）若しくは」の次に

「健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の

規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する」を加える。 

第６７条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第７１条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２

号を加える。 

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第７２条第１項中「及び次条」を削る。 

第８０条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第７１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第８３条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。）」を削る。 

第８４条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし、当該管理者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障
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がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第９３条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条第６号中「身

体的拘束等」を「前号の身体的拘束等」に改め、同条中第８号を第９号とし、

第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行う場合のものを含む。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

イ　身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 

第１０７条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置） 

第１０７条の２　指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他

の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用

して行う場合のものを含む。）を定期的に開催しなければならない。 

第１０８条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。 

第１１２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する

指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所」を削る。 

第１２２条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等
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により」を削る。 

第１２６条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の

５項を加える。 

２　指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよ

うに努めなければならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３　指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力

医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

４　指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に

規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」とい

う。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等

感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染

症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければ

ならない。 

５　指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６　指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった

場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに

入居させることができるように努めなければならない。 

第１２８条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。 

第１２９条中「及び第１０５条」を「、第１０５条及び第１０７条の２」
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に、「「介護従業者」と読み替える」を「「介護従業者」と、第１０３条中

「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生

活介護事業者」と読み替える」に改める。 

第１３１条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次の１項を

加える。 

１１　次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号アの規

定の適用については、当該規定中「１」とあるのは、「０.９」とする。 

(1) 第１５０条において準用する第１０７条の２に規定する委員会におい

て、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当

該事項の実施を定期的に確認していること。 

ア　利用者の安全及びケアの質の確保 

イ　地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ウ　緊急時の体制整備 

エ　業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号におい

て「介護機器」という。）の定期的な点検 

オ　地域密着型特定施設従業者に対する研修 

(2) 介護機器を複数種類活用していること。 

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る

ため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る

取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると

認められること。 

第１３２条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１４８条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２　指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 
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(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３　指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

４　指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医療機

関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければ

ならない。 

５　指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種

協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６　指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居

させることができるように努めなければならない。 

第１４９条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。 

第１５０条中「第１０３条」を「第１０７条の２」に改める。 

第１５３条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護支援

専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

第１５４条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第２０５

号）」を加える。 

第１６７条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医

師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２　指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力

を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要

に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。 

第１６８条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１６９条第５号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記録する」

を「の記録を行う」に改め、同条第６号中「に規定する」を「の規定による」
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に、「を記録する」を「の記録を行う」に改め、同条第７号中「に規定する」

を「の規定による」に、「記録する」を「の記録を行う」に改める。 

第１７４条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を次のよ

うに改める。 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるた

め、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要

件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければ

ならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより

当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。 

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を、常時確保していること。 

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、

入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確

保していること。 

第１７４条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２　指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との

間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

３　指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４　指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療

機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

５　指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療

機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させ

ることができるように努めなければならない。 
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第１７８条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定

による」に改める。 

第１７９条前段中「第６０条の１１」の次に「、第６０条の１５」を加え、

「第１０３条」を「第１０７条の２」に改める。 

第１８９条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５　ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設

の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第１９１条前段中「第６０条の１１」の次に「、第６０条の１５」を加え、

「第１０３条」を「第１０７条の２」に改める。 

第１９３条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

第１９４条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設

等」を削る。 

第１９９条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅におい

て、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世

話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同条中

第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第６

号の次に次の１号を加える。 

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行う場合のものを含む。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知

徹底を図ること。 

イ　身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ　看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化の

ための研修を定期的に実施すること。 

第２０３条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規定する」

を「の規定による」に改める。 

第２０４条中「及び第１０７条」を「、第１０７条及び第１０７条の２」に



改める。 

第２０５条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

　　　附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１０条第２項第

２号及び第２０５条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日

までの間は、この条例による改正後の下関市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」とい

う。）第３５条第３項（新条例第６０条、第６０条の２０、第６０条の２０

の３、第６０条の３８、第８１条、第１０９条、第１２９条、第１５０条、

第１７９条、第１９１条及び第２０４条において準用する場合を含む。）の

規定は、適用しない。 

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３　施行日から令和７年３月３１日までの間は、新条例第９３条第７号及び第

１９９条第７号の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」

とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第１０７条の２（新条

例第１２９条、第１５０条、第１７９条、第１９１条及び第２０４条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第１０７条の２

中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 

（協力医療機関との連携に関する経過措置） 

５　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第１７４条第１項（新

条例第１９１条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなけれ
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ば」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部

改正等に伴い、所要の条文整備を行うため。 
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 　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会                         　  議案第５８号

 
下関市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改

 正する条例

  上記の議案を提出する。

 令和６年２月２８日

                                       下関市長　 前　 田 　晋 太 郎

 
下関市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改

 正する条例

 下関市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第７３号）の一部を次のように

 改正する。

 　第７条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第１０条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正す

る法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりな

おその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８

条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第４５条第６項に

おいて同じ。）」を「健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第

８３号）第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指

 定介護療養型医療施設」に、「同条第７項」を「第４５条第７項」に改める。

 第１１条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第１２条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第９２条第１項において同じ。）に係る記
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 録媒体をいう。）」に改める。

第３３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事

 項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３　指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウ

 ェブサイトに掲載しなければならない。

第４１条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第

６号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

 る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

(3) 第４３条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用

 者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第４３条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１６

号とし、同条中第１０号から第１３号までを２号ずつ繰り下げ、第９号の次に

 次の２号を加える。

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

 き、身体的拘束等を行ってはならない。

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

 者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第４５条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所である

 ものに限る。）」を削る。

 第４６条第１項ただし書を次のように改める。

ただし、当該管理者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる

 ものとする。
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第５４条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１項を

 加える。

３　指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

 図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行う場合のものを含む。）を３月に１回以上開催するととも

 に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

 定期的に実施すること。

 第６４条の次に次の１条を加える。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

 方策を検討するための委員会の設置）

第６４条の２　指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの

質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行う場合のものを含む。）を定期的に開催し

 なければならない。

第６５条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定に

 よる」に改める。

第７３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指

 定小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。

第８０条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等に

 より」を削る。

第８４条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５

 項を加える。

２　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協
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力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

 定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

 行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めが

 あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

３　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

 に、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

４　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第

１７項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定

医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型イ

ンフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に

規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決

 めるように努めなければならない。

５　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種

協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との

 間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

６　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護

 事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。

第８６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定に

 よる」に改める。

 第８７条中「及び第６２条」を「、第６２条及び第６４条の２」に改める。

第９２条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

 理の用に供されるものをいう。）」を削る。

 附　則
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 （施行期日）

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１２条第２項第

 ２号及び第９２条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

 （重要事項の掲示に係る経過措置）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日

までの間は、この条例による改正後の下関市指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下

「新条例」という。）第３３条第３項（新条例第６６条及び第８７条におい

 て準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置）

３　施行日から令和７年３月３１日までの間は、新条例第５４条第３項の規定

の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努め

 なければ」とする。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

 方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）

４　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第６４条の２（新条例

第８７条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例

第６４条の２中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とす

 る。

 

 

 

 

 

 

 提案理由

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

 関する基準の一部改正に伴い、所要の条文整備を行うため。





 　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会                         　  議案第５９号

 
 下関市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

 等を定める条例の一部を改正する条例

  上記の議案を提出する。

 令和６年２月２８日

                                       下関市長　 前　 田 　晋 太 郎

 
下関市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

 等を定める条例の一部を改正する条例

 下関市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例（平成２４年条例第７４号）の一部を次のように改

 正する。

　第４条第１０項中「平成２４年条例第７２号」の次に「。以下「指定地域密

 着型サービス条例」という。」を加え、同条に次の３項を加える。

１１　指定介護老人福祉施設（離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条

第１項の規定により指定された離島振興対策実施地域又は過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第２条第２項の規

定により公示された過疎地域に所在し、かつ、入所定員が３０人の指定介護

老人福祉施設に限る。以下この条において同じ。）に下関市指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年

 条例第７０号。次項において「指定居宅サービス等条例」という。）第

１４８条第１項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は下関市指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２４年条例第７１号）第１３０条第１項に規定する指定介護予防短期

入所生活介護事業所（以下この項及び次項において「指定短期入所生活介護

事業所等」という。）が併設される場合においては、当該指定短期入所生活

介護事業所等の医師については、当該指定介護老人福祉施設の医師により当

該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認
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 められるときは、これを置かないことができる。

１２　指定介護老人福祉施設に指定居宅サービス等条例第１００条第１項に規

定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着

型サービス条例第６０条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業

所、指定地域密着型サービス条例第６２条第１項に規定する併設型指定認知

症対応型通所介護の事業を行う事業所又は下関市指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２４年条例第７３号）第６条第１項に規定する併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該

併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当

該指定介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能

訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められる

 ときは、これを置かないことができる。

１３　指定介護老人福祉施設に指定地域密着型サービス条例第８３条第１項に

規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型サービス条

例第１９３条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併

設される場合においては、当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門員につ

いては、当該併設される事業所の介護支援専門員により当該指定介護老人福

祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かな

 いことができる。

第６条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁

的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。第５５条第１項において同じ。）に係る記録媒

 体をいう。）」に改める。

第２４条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師

 及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。

２　指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、１
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年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊

 急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

 第２５条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

 第３３条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を次のよ

 うに改める。

指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじ

め、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協

力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならない。た

だし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要

件を満たすこととしても差し支えない。 

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

 行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療

 を行う体制を、常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の

医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要す

ると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している

 こと。

 第３３条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。

２　指定介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所

者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称

等を、当該指定介護老人福祉施設に係る指定を行った市長に届け出なければ

 ならない。

３　指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種

協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）と

の間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、

同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をい

う。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなけれ

 ばならない。
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４　指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が、第二種協定指定医療機関であ

る場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

 生時等の対応について協議を行わなければならない。

５　指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院

した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合において

は、再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるよう

 に努めなければならない。

 第３４条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、「重要事項」

の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」を加え、同条第

２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改

 め、同条に次の１項を加える。

３　指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

 なければならない。

  第４０条の２の次に次の１条を加える。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

 方策を検討するための委員会の設置）

第４０条の３　指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設における

業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組

の促進を図るため、当該指定介護老人福祉施設における入所者の安全並びに

介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための

委員会（テレビ電話装置等を活用して行う場合のものを含む。）を定期的に

 開催しなければならない。

 第４２条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定

 による」に改める。

  第５２条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５　ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に

 係る研修を受講するよう努めなければならない。

第５５条第１項中「第５４条」を「前条」に改め、「（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で

 あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。
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 附　則

 （施行期日）

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第６条第２項第２

 号及び第５５条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

 （重要事項の掲示に係る経過措置）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日

までの間は、この条例による改正後の下関市指定介護老人福祉施設の人員、

 設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第

３４条第３項（新条例第５４条において準用する場合を含む。）の規定は、

 適用しない。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

 方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）

３　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第４０条の３（新条例

第５４条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例

第４０条の３中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とす

 る。

 （協力医療機関との連携に関する経過措置）

４　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第３３条第１項（新条

例第５４条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項

中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」と

 する。

 　　

 

 

 

 

 

 提案理由

　指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

 い、所要の条文整備を行うため。
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 　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会                         　  議案第６０号

 
下関市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す

 る基準を定める条例の一部を改正する条例

  上記の議案を提出する。

 令和６年２月２８日

                                       下関市長　 前　 田 　晋 太 郎

 
下関市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す

 る基準を定める条例の一部を改正する条例

 下関市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定

 める条例（平成２４年条例第７５号）の一部を次のように改正する。

 　第３条第６項第３号を次のように改める。

 (3) 病院　栄養士等（病床数１００以上の病院の場合に限る。）

第６条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁

的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。第５４条第１項において同じ。）に係る記録

 媒体をいう。）」に改める。

 第１８条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改める。

 第２５条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

 第３２条第２項第１号及び第２号中「又は」を「及び」に改める。

第３３条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を次のよう

 に改める。

介護老人施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の

各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機

関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならない。ただし、複

数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満た

 すこととしても差し支えない。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を
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 行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行

 う体制を、常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師

又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると

認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保しているこ

 と。

 第３３条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。

２　介護老人保健施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の

病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等

 を、市長に届け出なければならない。

３　介護老人保健施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定

指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

 ない。

４　介護老人保健施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合

においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等

 の対応について協議を行わなければならない。

５　介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した

後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再

び当該介護老人保健施設に速やかに入所させることができるように努めなけ

 ればならない。

第３４条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、「重要事項」の

次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」を加え、同条第２

項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、

 同条に次の１項を加える。

３　介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ
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 ればならない。

 第３９条の２の次に次の１条を加える。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

 方策を検討するための委員会の設置）

第３９条の３　介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における業務の効

率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を

図るため、当該介護老人保健施設における入所者の安全並びに介護サービス

の質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行う場合のものを含む。）を定期的に開催しなけれ

 ばならない。

第４１条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定に

 よる」に改める。

 第５１条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５　ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る

 研修を受講するよう努めなければならない。

第５４条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

 理の用に供されるものをいう。）」を削る。

 附　則

 （施行期日）

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第６条第２項第２

 号及び第５４条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

 （重要事項の掲示に係る経過措置）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日

までの間は、この条例による改正後の下関市介護老人保健施設の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）

第３４条第３項（新条例第５３条において準用する場合を含む。）の規定

 は、適用しない。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

 方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）
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３　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第３９条の３（新条例

第５３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例

第３９条の３中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とす

 る。

 （協力医療機関との連携に関する経過措置）

４　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第３３条第１項（新条

例第５３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項

中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」と

 する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改

 正に伴い、所要の条文整備を行うため。



 　　　　　　　　　　　第 １ 回 定 例 会                         　  議案第６１号

 
下関市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

 を定める条例の一部を改正する条例

  上記の議案を提出する。

 令和６年２月２８日

                                       下関市長　 前　 田 　晋 太 郎

 
下関市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

 を定める条例の一部を改正する条例

 下関市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条

 例（平成３０年条例第３４号）の一部を次のように改正する。

　第７条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁

的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。第５５条第１項において同じ。）に係る記録

 媒体をいう。）」に改める。

 第１９条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改める。

 第２６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

 第３３条第２項第１号及び第２号中「又は」を「及び」に改める。

第３４条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を次のよう

 に改める。

介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各

号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関

にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならない。ただし、複数

の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たす

 こととしても差し支えない。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

 行う体制を、常時確保していること。

(2) 当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制
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 を、常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護医療院の医師又は協

力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認めら

 れた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

 第３４条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。

２　介護医療院は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が

急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長

 に届け出なければならない。

３　介護医療院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二種協定指定医

療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新

興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項

に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項にお

 いて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

４　介護医療院は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合におい

ては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応

 について協議を行わなければならない。

５　介護医療院は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、

当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該

介護医療院に速やかに入所させることができるように努めなければならな

 い。

第３５条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、「重要事項」の

次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」を加え、同条第２

項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、

 同条に次の１項を加える。

３　介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければな

 らない。

 第４０条の２の次に次の１条を加える。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

 方策を検討するための委員会の設置）
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第４０条の３　介護医療院は、当該介護医療院における業務の効率化、介護サ

ービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当

該介護医療院における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用

 して行う場合のものを含む。）を定期的に開催しなければならない。

 第５２条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５　ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を

 受講するよう努めなければならない。

第５５条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

 理の用に供されるものをいう。）」を削る。

 附　則

 （施行期日）

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第７条第２項第２

 号及び第５５条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

 （重要事項の掲示に係る経過措置）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日

までの間は、この条例による改正後の下関市介護医療院の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第３５

条第３項（新条例第５４条において準用する場合を含む。）の規定は、適用

 しない。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

 方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）

３　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第４０条の３（新条例

第５４条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例

第４０条の３中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とす

 る。

 （協力医療機関との連携に関する経過措置）

４　施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第３４条第１項（新条

例第５４条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項
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中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」と

 する。

 　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由

　介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴

 い、所要の条文整備を行うため。



第 １ 回 定 例 会 議案第６２号

下関市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例を廃止する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例を廃止する条例

下関市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２４年条例第７６号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

提案理由

指定介護療養型医療施設に係る健康保険法等の一部改正に伴う経過措置が

失効することに伴い、その基準を廃止するため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第６３号

下関市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例

下関市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２６年条例第７８号）の一部を次のように改正する。

第２条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（以下「地域包括支援セ

ンター」という。）」を加える。

第４条第２項を次のように改める。

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数（当該指定居宅介護支援事業者

が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の２３第

３項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事

業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防

支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及

び第１５条第２６号において同じ。）を行う場合にあっては、当該事業所に

おける指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支

援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項において同じ。）が

４４又はその端数を増すごとに１とする。

第４条に次の１項を加える。

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民

健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という

名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事

業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居

宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、

事務職員を配置している場合における第１項に規定する員数の基準は、利用
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者の数が４９又はその端数を増すごとに１とする。

第５条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。

第６条第２項を次のように改める。

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第２条に規定する

基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の

指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき

説明を行い、理解を得なければならない。

第６条第８項を同条第９項とし、同条第７項各号列記以外の部分中「第４

項」を「第５項」に改め、同項第１号中「第４項各号」を「第５項各号」に改

め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項第１号」を「第５項第１

号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４

項中「第７項」を「第８項」に改め、同項第２号中「磁気ディスク、シー・デ

ィー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第３３条第１項に

おいて同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改め、同項を同条第５項とし、

同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業

所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護

等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割

合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サ

ービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが

占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。

第１５条第２号の次に次の２号を加える。

(2)の2 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者
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等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）

を行ってはならない。

(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。

第１５条第１３号の２中「医師若しくは歯科医師」を「医師等」に改め、同

条第１４号ア中「、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号中イをウとし、アの

次に次のように加える。

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこ

と。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２月に

１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅

を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面

接することができるものとする。

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により

利用者の同意を得ていること。

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができ

ること。

ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングで

は把握できない情報について、担当者から提供を受けること。

第１５条第２６号中「基づき、」の次に「地域包括支援センターの設置者で

ある」を加える。

第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事

項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。
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第３１条第２項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改

め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

(3) 第１５条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第３２条中「第３章」を「前章」に改める。

第３３条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第６条第４項第２

号及び第３３条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

（重要事項の掲示に係る経過措置）

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、この条例による

改正後の下関市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例（以下「新条例」という。）第２４条第３項（新条例第３２条に

おいて準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

提案理由

下関市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正

に伴い、所要の条文整備を行うため。



第 １ 回 定 例 会 議案第６４号

下関市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例

下関市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平

成２６年条例第７９号）の一部を次のように改正する。

第４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」

という。）」を削り、同条に次の１項を加える。

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係

る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の

介護支援専門員を置かなければならない。

第５条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以

下「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「前項の」

を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規

定により置く」に改め、同条に次の２項を加える。

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定に

より置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１４０条の６６第１号イ(3)に規定する主任介護支援専門員（以下この項に

おいて「主任介護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、主

任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合

については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を第１項に規
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定する管理者とすることができる。

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただ

し、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務

に従事する場合

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防

支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）

第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加

え、同条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定

介護予防支援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章に

おいて同じ。）」を加え、同条第４項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー

・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこと

ができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第３５条第１項におい

て同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。

第１２条に次の２項を加える。

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料

のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問

して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者

から受けることができる。

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定す

る費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。

第１３条中「前条」を「前条第１項」に改める。

第１４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者

である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第１号中「（平成１１年厚生省

令第３６号）」を削り、同条第４号中「規定」の次に「（第３２条第２９号の

規定を除く。）」を加える。
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第１５条第１項中「第４１条第１０項」を「法第４１条第１０項」に改め

る。

第２３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事

項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。

第３０条第２項第２号エ中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項

第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、

同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号と

し、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

(3) 第３２条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第３２条第２号の次に次の２号を加える。

(2)の2 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。

(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。

第３２条第１６号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者

の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号ウ

を同号オとし、同号イ中「月」の次に「（イただし書の規定によりテレビ電話

装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）」を加え、同号イを同号エと

し、同号アの次に次のように加える。

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこ

と。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を

開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この号において単
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に「期間」という。）について、少なくとも連続する２期間に１回、利

用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間

において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができ

る。

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により

利用者の同意を得ていること。

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができ

ること。

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握

できない情報について、担当者から提供を受けること。

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があ

ったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

第３２条に次の１号を加える。

(29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１１５

条の３０の２第１項の規定により市長から情報の提供を求められた場合に

は、その求めに応じなければならない。

第３４条中「第１２条」を「第１２条第１項」に改める。

第３５条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第６条第４項第２

号及び第３５条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

（重要事項の掲示に係る経過措置）

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、この条例による

改正後の下関市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予
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防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（以下「新条例」という。）第２３条第３項（新条例第３４条におい

て準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

 提案理由

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、所

要の条文整備を行うため。





第 １ 回 定 例 会 議案第６５号

下関市手数料条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市手数料条例の一部を改正する条例

下関市手数料条例（平成２４年条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。

別表第３中１７の項を削り、１８の項を１７の項とし、１９の項から２５の

項までを１項ずつ繰り上げる。

別表第５ １の項中「登録」の次に「（動物の愛護及び管理に関する法律

（昭和４８年法律第１０５号）第３９条の７第２項の規定が適用される場合を

除く。）」を加え、同表 ５の項中「（昭和４８年法律第１０５号）」を削

る。

別表第９ ５４の項の次に次の１項を加える。

５４ 建築基準法第８６条の７の規定に基 １件につき２７,０００円

の２ づく建築物（同法第４３条第１項の

規定による接道義務の適用を受けな

いもの又は同法第４４条第１項の規

定による道路内建築制限の適用を受

けないものに限る。）の大規模の修

繕又は大規模の模様替を行う場合の

認定の申請に対する審査

別表第９ ６１の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同表 ６２

の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１２条第２項」を

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１２条第２項」に、

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエ
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ネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改め、同表 ６３の項か

ら６５の項まで並びに同表備考第７項、第１０項、第１３項第１号及び第１６

項から第１８項までの規定中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。

別表第１０ ２の項第２号オ(ｱ)中「１,１８０,０００円」を「１,４５０,０００

円」に改め、同号オ(ｲ)中「１,４１０,０００円」を「１,７２０,０００円」

に改め、同号オ(ｳ)中「１,５９０,０００円」を「１,９２０,０００円」に改

め、同号オ(ｴ)中「１,９５０,０００円」を「２,３６０,０００円」に改め、

同号オ(ｵ)中「２,２７０,０００円」を「２,７４０,０００円」に改め、同号

オ(ｶ)中「４,５５０,０００円」を「５,６４０,０００円」に改め、同号オ(ｷ)

中「５,８２０,０００円」を「７,２４０,０００円」に改め、同号オ(ｸ)中

「７,０７０,０００円」を「８,７９０,０００円」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

提案理由

指定介護療養型医療施設の指定の更新の申請に対する審査に係る手数料を

廃止し、犬の登録に係る手数料を徴収する事務の例外を定め、建築基準法等

の一部改正に伴い、既存不適格建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替え

に関する特例の認定に係る手数料を定め、及び所要の条文整理を行い、並び

に特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査に係る手数料を改

定するため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第６６号

下関市母子生活支援施設の設置等に関する条例を廃止する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市母子生活支援施設の設置等に関する条例を廃止する条例

下関市母子生活支援施設の設置等に関する条例（平成１７年条例第１５０

号）は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

下関市立親和寮を廃止するため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第６７号

下関市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例

下関市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年条例第４５号）の一部を次のように改正する。

第１６条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改める。

第２４条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「しなければ」を「する

とともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信

されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをい

い、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなけ

れば」に改める。

第３６条第３項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに」を

「同号に掲げる小学校就学前子どもに」に、「法第１９条第１号又は第２号」

を「同号又は同条第２号」に改め、「、「法第１９条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法第１９条第２号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と」を削る。

第３７条第３項中「第７条第２項中」を「第７条第２項中「特定教育・保育

施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とある

のは「特定教育・保育施設（特別利用教育を提供している施設に限る。以下こ

の項において同じ。）」と、」に、「法第１９条第１号又は第２号」を「同条

第１号又は第２号」に、「教育・保育給付認定子どもの総数」と、」を「教育

・保育給付認定子どもの総数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」と、」に改める。
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第５４条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２４条の改正規定は、令和

６年４月１日から施行する。

提案理由

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の条文整備を行うた

め。
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第 １ 回 定 例 会 議案第６８号

下関市子どものための教育・保育給付等に関する条例の一部を改

正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市子どものための教育・保育給付等に関する条例の一部を改

正する条例

下関市子どものための教育・保育給付等に関する条例（平成２７年条例第

３８号）の一部を次のように改正する。

第１０条第２項中「第５６条第７項」を「第５６条第６項」に、「附則第６

条第７項」を「附則第６条第６項」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

提案理由

児童福祉法及び子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の条文整理

を行うため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第６９号

下関市立図書館の設置等に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市立図書館の設置等に関する条例の一部を改正する条例

下関市立図書館の設置等に関する条例（平成１７年条例第１１０号）の一部

を次のように改正する。

第２条の表 下関市立長府図書館の項の次に次のように加える。

下関市立はまゆう図書館 下関市富任町五丁目１０番１号

第４条第２号中「長府図書館」の次に「、はまゆう図書館」を加える。

附 則

この条例は、下関市安岡地区複合施設の設置等に関する条例（令和６年条例

第 号）の施行の日から施行する。

提案理由

下関市立はまゆう図書館を設置するため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第７０号

下関市営住宅の設置等に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市営住宅の設置等に関する条例の一部を改正する条例

下関市営住宅の設置等に関する条例（平成１７年条例第２７２号）の一部を

次のように改正する。

第８条第１項第８号中「規定する被害者」の次に「又は配偶者暴力防止等法

第２８条の２に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者」を加え、同号

ア中「第３条第３項第３号」及び「第５条」の次に「（配偶者暴力防止等法第

２８条の２において準用する場合を含む。）」を加え、同号イ中「第１０条第

１項」の次に「又は第１０条の２（配偶者暴力防止等法第２８条の２において

これらの規定を準用する場合を含む。）」を加える。

第５９条第２項中「。次項において同じ」を削る。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

提案理由

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴

い、所要の条文整備を行うため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第７１号

下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例の一部を改正する

条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例の一部を改正する

条例

下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例（平成１７年条例第２７３

号）の一部を次のように改正する。

別表中

「

殿敷ハイツ（単身者用） 豊田町大字殿敷 平成９年度 １１戸

滝 部 豊北町大字滝部 平成１０年度 ６戸

滝 部 豊北町大字滝部 平成１２年度 ６戸

」

を

「

殿敷ハイツ（単身者用） 豊田町大字殿敷 平成９年度 １１戸

」

に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

提案理由

特定公共賃貸住宅を廃止するため。

G71-1





第 １ 回 定 例 会 議案第７２号

下関市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例

下関市空家等対策の推進に関する条例（平成２７年条例第４７号）の一部を

次のように改正する。

第２条第２項第１号中「第３条」を「第５条」に、「空家等を」を「空家等

（管理不全空家等又は特定空家等に該当するものを含む。）を」に改める。

第５条中「であるもの」を「に該当するもの」に改める。

第６条第１項中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。

第７条中「及び第１４条」を「、第１３条及び第２２条」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い、所要の条文整備

を行うため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第７３号

下関市都市公園条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市都市公園条例の一部を改正する条例

第１条 下関市都市公園条例（平成１７年条例第２８９号）の一部を次のよう

に改正する。

「ゆめ広場控室コン

ゆめ広場ゲートタ
別表第１ ２ 有料公園施設の表 海峡ゆめ広場の項中

ゆめ広場アッパー

ゆめ広場フォーリ

セント

ワー照明設備
を「ゆめ広場控室コンセント」に改め、同表 乃木浜総合

ライト照明設備

ー照明設備 」

「乃木浜総合公園
公園の項中「乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場」を

乃木浜総合公園

ストリートスポーツ広場
に改める。

ストリートスポーツ広場露出コンセント」

別表第２ 有料公園施設の項中「ゆめ広場控室コンセント ゆめ広場ゲー

トタワー照明設備 ゆめ広場アッパーライト照明設備 ゆめ広場フォーリー

照明設備」を「ゆめ広場控室コンセント」に、「乃木浜総合公園ストリート

「乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場
スポーツ広場」を

乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場露出コンセント」

に改める。

別表第３ ４ 有料公園、有料公園施設又は器具を使用する場合の表 有料

公園施設の部 ゆめ広場ゲートタワー照明設備の項、ゆめ広場アッパーライ

ト照明設備の項及びゆめ広場フォーリー照明設備の項を削り、同部 乃木浜

総合公園ストリートスポーツ広場の項の次に次のように加える。

乃木浜総合公園 広場に持ち込む電気器具 ２１０円
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ストリートスポ １個当たり１日につき定

ーツ広場露出コ 格消費電力１ｋＷまでご

ンセント とに

第２条 下関市都市公園条例の一部を次のように改正する。

別表第１ ２ 有料公園施設の表 乃木浜総合公園の項の次に次のように加

える。

金比羅公園 下関市金比羅町 金比羅公園グラウンド（照明設

備）

別表第２ 有料公園施設の項中

「

乃木浜総合公園グラウ １月５日から１２ 午前９時から午後４時

ンド・ゴルフ場 月２７日まで（８ まで

月１４日から同月

１６日までの日を

除く。）

」

を

「

乃木浜総合公園グラウ １月５日から１２ 午前９時から午後４時

ンド・ゴルフ場 月２７日まで（８ まで

月１４日から同月

１６日までの日を

除く。）

金比羅公園グラウンド １月５日から１２ 午後５時から午後１０

（照明設備） 月２７日まで 時まで

」

に改める。

別表第３ ４ 有料公園、有料公園施設又は器具を使用する場合の表 有料

公園施設の部 乃木浜総合公園グラウンド・ゴルフ場の項の次に次のように

加える。

金比羅公園グラ １基当たり１時間までご ４００円
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ウンド（照明設 とに

備）

附 則

この条例中第１条の規定は令和６年４月１日から、第２条の規定は規則で定

める日から施行する。

提案理由

有料公園施設を加え、当該有料公園施設の使用料等を定め、及び有料公園

施設を廃止するため。





第 １ 回 定 例 会 議案第７４号

下関市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改

正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改

正する条例

下関市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成２６年条例第

８３号）の一部を次のように改正する。

第２条第４項第２２号中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関

する法律」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

提案理由

漁港漁場整備法の一部改正に伴い、所要の条文整理を行うため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第７５号

下関市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

下関市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年条例第３１８号）の一部を

次のように改正する。

第５条第２項第２号中「８,９００円」を「９,１００円」に改める。

附則第８条第７項中「次条第２項」を「次条第１項」に改め、同項第１号中

「次条第４項本文」を「次条第３項本文」に改める。

別表中「１２ ,４４０」を「１２ ,５００」に、「１３ ,３２０」を

「１３,３５０」に、「１０,６７０」を「１０,８００」に、「１１,５５０」

を「１１,６５０」に、「８,９００」を「９,１００」に、「９,７９０」を

「９,９５０」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の第５条第２項及び別表の規定は、この条例の施行

の日以後に支給すべき事由の生じた下関市消防団員等公務災害補償条例第５

条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に

支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定す

る傷病補償年金、同条第４号イに規定する障害補償年金及び同条第６号イに

規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用

し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）

及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等に

ついては、なお従前の例による。
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提案理由

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、

所要の条文整備を行うため。

G75-2



G76-1

第 １ 回 定 例 会 議案第７６号

専決処分の承認について

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

専決処分の承認について

令和５年度下関市一般会計補正予算を定めることについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和６年１月１２日

別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求め

る。

提案理由

令和５年度下関市一般会計補正予算を定めることについて、専決処分した

ため。





別紙 

 

令和５年度 下関市一般会計補正予算（第８回） 

 

令和５年度下関市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ857,500千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ144,765,458千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 

  令和６年１月１２日 

  

下関市長   前 田  晋 太 郎  

 

 

    

1 



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 （単位：千円）

款 項

16 国庫支出金 32,243,184 857,500 33,100,684

 2 国庫補助金 12,955,007 857,500 13,812,507

143,907,958 857,500 144,765,458

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

2



     歳        出 （単位：千円）

款 項

 3 民生費 52,682,216 857,500 53,539,716

 1 社会福祉費 28,956,416 857,500 29,813,916

143,907,958 857,500 144,765,458

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

3

一般会計



一般会計

第２表　繰越明許費補正

(単位：千円)

款 項 事　　　　業　　　　名 金　　　額

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費
 低所得者支援及び定額減税補足給付金給
付事業

857,500   

4



 

 

令 和 ５ 年 度  

下 関 市 一 般 会 計 補 正 予 算  

に 関 す る 説 明 書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 



１．歳入歳出補正予算事項別明細書
（１）総括
歳　入

款

16 国庫支出金 32,243,184

143,907,958

補 正 前 の 額

歳 入 合 計

6



（単位：千円）

857,500 33,100,684

857,500 144,765,458

補 正 額 計

7

一般会計



歳　出

款

 3 民生費 52,682,216 857,500 53,539,716

143,907,958 857,500 144,765,458歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

8



（単位：千円）

857,500

857,500

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 市 債 そ の 他

9

一般会計



（２）歳入

款

項

目

16 国庫支出金 32,243,184 857,500 33,100,684

 2 国庫補助金 12,955,007 857,500 13,812,507

 2 民生費国庫補助金 5,759,129 857,500 6,616,629

補 正 前 の 額 補 正 額 計

10



（単位：千円）

節   

 1 社会福祉費補助金 857,500 社会福祉費補助金 857,500

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

　対象額　   857,500千円の10/10

区 分 金 額
説 明

11

国庫支出金



（３）歳出

款

項

目

 3 民生費 52,682,216 857,500 53,539,716 857,500

 1 社会福祉費 28,956,416 857,500 29,813,916 857,500

10 臨時特別給 4,171,000 857,500 5,028,500 857,500

付金給付事

業費

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国県支出金 市 債 そ の 他

12



(単位：千円)

 3 職員手当等 500 時間外勤務手当 低所得者支援及び定額減税補足

10 需用費 176 消耗品費 給付金給付事業

11 役務費 4,824 通信運搬費 2,657

手数料 2,167

12 委託料 17,000

電算業務委託 1,000

審査委託 16,000

18 負担金補助 835,000 補助金 835,000

及び交付金 低所得者支援及び定額減税補

足給付金 835,000

節

目 の 説 明
区 分 金 額 説 明

13

民生費



２．繰越明許費の補正に関する調書

(単位：千円)

事　　　　業　　　　名

国県支出金 市　　債 その他

857,500 857,500 857,500 

14

当該年度
予 算 額

翌 年 度
繰 越 額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

繰越理由特　　定　　財　　源
一般財源

低所得者支援及び定額減税補
足給付金給付事業

年度内の事
業完了が見
込めないた
め
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第 １ 回 定 例 会 議案第７７号

専決処分の承認について

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

専決処分の承認について

下関市手数料条例（平成２４年条例第１０号）を改めることについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和６年

１月５日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承

認を求める。

提案理由

戸籍法等の一部改正に伴い、下関市手数料条例の一部改正について、専決

処分したため。





別紙

下関市条例第１号

令和６年１月５日

下関市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市手数料条例の一部を改正する条例

下関市手数料条例（平成２４年条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。

別表第２ １の項中「第１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１

項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の

全部若しくは一部を証明した書面」を「戸籍証明書」に改め、同表中１３の項

を１５の項とし、７の項から１２の項までを２項ずつ繰り下げ、同表 ６の項

中「事務」の次に「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報

の内容を表示したものを閲覧に供する事務」を加え、「１件」を「又は届書等

情報の内容を表示したもの１件」に改め、同項を同表 ８の項とし、同表 ５の

項中「又は同法」を「、同法」に改め、「事項の証明書の交付」の次に「又は

同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付」

を加え、同項を同表 ７の項とし、同項の前に次の１項を加える。

６ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく除籍 除籍電子証明書提

電子証明書提供用識別符号の発行（情報通信技術 供用識別符号１件

を活用した行政の推進等に関する法律第７条第１ につき７００円

項の規定により同法第６条第１項に規定する電子

情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明

書提供用識別符号の発行を行う場合（当該発行に

係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同

項に規定する電子情報処理組織を使用する方法に

より行われた場合に限る。）における当該発行及

び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除



籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電

子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書

の請求を行う場合における当該発行を除く。）

別表第２ ４の項を同表 ５の項とし、同表 ３の項中「第１２０条第１項」

の次に「、第１２０条の２第１項」を加え、「磁気ディスクをもって調製され

た除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面」を

「除籍証明書」に改め、同項を同表 ４の項とし、同表 ２の項の次に次の１項

を加える。

３ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく戸籍 戸籍電子証明書提

電子証明書提供用識別符号の発行（情報通信技術 供用識別符号１件

を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４ につき４００円

年法律第１５１号）第７条第１項の規定により同

法第６条第１項に規定する電子情報処理組織を使

用する方法（総務省令で定めるものに限る。以下

この項及び６の項において同じ。）により戸籍電

子証明書提供用識別符号の発行を行う場合（当該

発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第１項の

規定により同項に規定する電子情報処理組織を使

用する方法により行われた場合に限る。）におけ

る当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の

発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時

に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事

項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証

明書の請求を行う場合における当該発行を除

く。）

附 則



この条例は、令和６年３月１日から施行する。
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第 １ 回 定 例 会　　　　　　　 　議案第７８号 

包括外部監査契約の締結について 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２８日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

包括外部監査契約の締結について 

下記のとおり包括外部監査契約を締結することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定により、本市議会の議決

を求める。 

記 

１　契 約 の 目 的　地方自治法第２５２条の３７第１項の規定による監査及

び同条第５項の規定による監査の結果に関する報告 

２　契 約 の 始 期　令和６年４月１日 

３　契 約 の 金 額　１１,０００,０００円を上限とする額 

４　費用の支払方法　監査の結果に関する報告提出後に一括払とする。ただ                    

し、費用の一部を概算払できるものとする。 

５　契 約 の 相 手 方　住　所　岩国市山手町一丁目２３番６号 

 氏　名　呉　　　正　 和 

　　　　　　　　　　資　格　公認会計士 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

包括外部監査契約を締結するため。
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第 １ 回 定 例 会　　　　　　　 　議案第７９号 

山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加等及

び規約の変更について 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２８日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加等及

び規約の変更について 

令和６年４月１日から山口県市町総合事務組合に萩・長門清掃一部事務組合

を加入させ、及び山口県市町総合事務組合の共同処理する事務を変更し、並び

に山口県市町総合事務組合規約を別紙のとおり変更することに関し、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により関係地方公共団

体と協議することについて、同法第２９０条の規定により、本市議会の議決を

求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

　　萩・長門清掃一部事務組合を山口県市町総合事務組合に加入させ、及び山

口県市町総合事務組合規約第３条第８号及び第１１号に規定する事務を共同

処理する団体に加え、並びに同規約を変更することに関し、協議するため。 
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別紙 

 

山口県市町総合事務組合規約の一部を改正する規約 

　 

山口県市町総合事務組合規約（平成１８年指令平１８市町第８１５号）の一

部を次のように改正する。 

別表第１中「、柳井地区広域消防組合、周東環境衛生組合、玖珂地方老人福

祉施設組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南東部環境施設

組合、周南地区衛生施設組合、周南地区福祉施設組合、光地区消防組合、柳井

地域広域水道企業団、岩国地区消防組合、宇部・山陽小野田消防組合、山口県

後期高齢者医療広域連合、山口県市町総合事務組合」を「、周南地区福祉施設

組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生組合、田布施・平生水道企業

団、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組合、柳井地区広域消防組合、光地

区消防組合、岩国地区消防組合、周南東部環境施設組合、柳井地域広域水道企

業団、山口県市町総合事務組合、山口県後期高齢者医療広域連合、萩・長門清

掃一部事務組合、宇部・山陽小野田消防組合」に改める。 

別表第２の２の項中「、周東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉施設組合」を

「、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生組合」に改め、同表の６の項中

「、柳井地区広域消防組合、周東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉施設組合、

田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南東部環境施設組合、周南地

区衛生施設組合、周南地区福祉施設組合、光地区消防組合、柳井地域広域水道

企業団、岩国地区消防組合、山口県後期高齢者医療広域連合、山口県市町総合

事務組合」を「、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環

境衛生組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設

組合、柳井地区広域消防組合、光地区消防組合、岩国地区消防組合、周南東部

環境施設組合、柳井地域広域水道企業団、山口県市町総合事務組合、山口県後

期高齢者医療広域連合」に改め、同表の８の項中「、柳井地区広域消防組合、

周東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉施設組合、熊南総合事務組合、周南東部

環境施設組合、周南地区衛生施設組合、周南地区福祉施設組合、光地区消防組

合、宇部・山陽小野田消防組合、山口県後期高齢者医療広域連合、山口県市町
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総合事務組合」を「、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周

東環境衛生組合、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組合、柳井地区広域消

防組合、光地区消防組合、周南東部環境施設組合、山口県市町総合事務組合、

山口県後期高齢者医療広域連合、萩・長門清掃一部事務組合、宇部・山陽小野

田消防組合」に改め、同表の１１の項中「下関市、宇部市、山口市、萩市、防

府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田

市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町、柳井地区広域

消防組合、周東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉施設組合、田布施・平生水道

企業団、熊南総合事務組合、周南東部環境施設組合、周南地区衛生施設組合、

周南地区福祉施設組合、光地区消防組合、柳井地域広域水道企業団、岩国地区

消防組合、宇部・山陽小野田消防組合、山口県市町総合事務組合」を「山口県

内の全市町、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛

生組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組

合、柳井地区広域消防組合、光地区消防組合、岩国地区消防組合、周南東部環

境施設組合、柳井地域広域水道企業団、山口県市町総合事務組合、萩・長門清

掃一部事務組合、宇部・山陽小野田消防組合」に改める。 

　　附　則 

この規約は、令和６年４月１日から施行する。 
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第 １ 回 定 例 会 議案第８０号

地方独立行政法人下関市立市民病院に係る第４期中期計画の認可

について

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

地方独立行政法人下関市立市民病院に係る第４期中期計画の認可

について

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２６条第１項の規定に

より、別紙のとおり作成された地方独立行政法人下関市立市民病院に係る第４

期中期計画を認可することについて、同法第８３条第３項の規定により、本市

議会の議決を求める。

提案理由

地方独立行政法人下関市立市民病院に係る第４期中期計画を認可するた

め。
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別紙

地方独立行政法人下関市立市民病院 第４期中期計画

前文

第１ 中期計画の期間

第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

１ 市民病院が担う役割と機能

(1) 診療機能等の充実

(2) へき地医療拠点病院としての役割強化

(3) 災害時及び感染症流行時における対応

(4) 地域医療への貢献

２ 患者満足度の向上

(1) 患者中心のチーム医療の充実

(2) 職員の接遇向上

(3) 患者の視点に立ったサービスの提供

３ 医療提供体制の充実

(1) 医療従事者の確保

(2) 医療従事者の専門性・医療技術の向上

４ 医療に関する調査及び研究

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 運営管理体制の充実

(1) 業務運営体制の構築

(2) 事務職員の人材確保及び育成強化

(3) 外部評価等の活用

(4) 内部統制の充実・強化

(5) 情報公開

(6) 医療知識の普及啓発及び情報発信

(7) 人事制度・給与体系の構築

(8) デジタル化への対応
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２ 働き方改革の推進

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 安定した経営基盤の確立

２ 収益の確保

３ 経費の適正管理

４ 計画的な施設及び医療機器の整備

第５ その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置

１ 市の健康福祉関連施策への積極的な協力

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

１ 予算（令和６年度から令和９年度まで）

２ 収支計画（令和６年度から令和９年度まで）

３ 資金計画（令和６年度から令和９年度まで）

第７ 短期借入金の限度額

１ 限度額

２ 想定される短期借入金の発生事由

第８ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれ

る財産の処分に関する計画

第９ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

第１０ 剰余金の使途

第１１ 料金に関する事項

１ 料金

２ 料金の減免等

３ 料金の還付

第１２ 地方独立行政法人下関市立市民病院の業務運営並びに財務及び会計に

関する規則で定める業務運営に関する事項

１ 施設及び設備に関する計画

２ 中期目標の期間を超える債務負担

３ 積立金の処分に関する計画
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前文

地方独立行政法人下関市立市民病院（以下「市民病院」という。）は、平成

２４年４月の設立以来、下関市長から指示された第１期、第２期及び第３期の

中期目標を達成するため、地方独立行政法人制度の特長を生かし、柔軟かつ機

動的な病院経営の下、下関地域の中核病院として、救急医療をはじめとする高

度医療の提供に努めてきた。また、新型コロナウイルス感染症の流行に際して

は、下関保健所や他の医療機関と連携を図りながら、感染症患者を積極的に受

け入れるなど、市立病院として求められる役割を果たしてきた。

下関市長から指示された第４期の中期目標においては、市民病院は、今後

も、地域全体で持続可能な医療体制が維持できるよう、医療を取り巻く環境の

変化に適切に対応しながら、より一層、診療機能の充実と病院経営の安定化を

図っていくことが求められている。

こうした観点から、引き続き、職員が一丸となって、市立病院としての使命

と責任を積極的に果たしていくことを目指して、以下の基本理念、基本方針の

下、ここに第４期の中期計画を定める。

【基本理念】

「安心の優しい医療を提供し、市民から信頼される病院を目指します」

【基本方針】

○ 市民のニーズに応じた最善の医療を提供します。

○ 重点診療項目として、悪性疾患、救急及び生活習慣病に取り組みま

す。

○ 安定した健全な病院経営を目指します。
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第１ 中期計画の期間

令和６年（２０２４年）４月１日から令和１０年（２０２８年）３月

３１日までの４年間とする。

第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

１ 市民病院が担う役割と機能

(1) 診療機能等の充実

・下関医療圏における中核的医療機関としての役割を果たすため、地域

の医療機関では対応が困難な症例に対して、良質で高度な医療を着実

に提供する。特に、市民のニーズが多い新生物系（悪性腫瘍など）、

循環器系や筋骨格系の疾病への対応については、重点的に取り組む。

・地域の医療機関との連携及び役割分担を図り、地域のニーズに即した

医療を提供する。

・緩和ケア病棟の活用により、患者の苦痛を和らげることのできる環境

を整えるとともに、がん患者に対しての相談体制の充実を図る。

・二次救急医療機関として、救急診療体制の確保・充実に努めるととも

に、地域の医療機関等との連携及び役割分担の下、救急医療に積極的

に取り組む。

・引き続き、健診センターの実施体制を充実させるとともに、生活習慣

病をはじめ各種疾病に関する知識の普及・啓発を行うことにより、予

防医療の充実に努める。

（機能ごとの病床数）

区 分 令和５年度 令和７年度
(2025 年度)

令和９年度

一
般
病
床

高度急性期 １０ １０ １０

急性期 ２９２ ２９２ ２９２

回復期 ７４ ７４ ７４

慢性期 ０ ０ ０

感染症病床 ６ ６ ６

合 計 ３８２ ３８２ ３８２
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(2) へき地医療拠点病院としての役割強化

・市立豊田中央病院と連携を図るとともに、へき地（蓋井島）への巡回

診療を継続するなど、へき地医療拠点病院として求められる支援を積

極的に行う。

(3) 災害時及び感染症流行時における対応

・災害拠点病院として、災害時においても継続して医療が提供できるよ

う、災害訓練の実施などにより、災害時対応の質を高める。また、災

害時に必要な医療救護活動が実践できるよう、災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）の体制の維持に努める。

・災害発生時に備え、設備の点検や物資の確保を進めるとともに、医療

機能の維持・早期回復のためのマニュアルや業務継続計画（ＢＣＰ）

の充実に努める。

・第二種感染症指定医療機関として、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律に基づき入院が必要な感染症患者を受け入れ

指 標 令和５年度見込 令和９年度目標

手術件数 １,９５０件 ２,１００件

冠動脈形成術（ＰＣＩ）実施件

数
１２５件 １４０件

消化管内視鏡治療件数 ５８０件 ５８０件

外来化学療法実施件数 ２,３７０件 ２,４００件

二次性骨折予防継続管理料算定

件数
１８５件 ２００件

緩和ケアチーム介入件数 ８０件 ９０件

がん相談件数 １,１００件 １,２００件

救急車搬送受入件数 ２,８００件 ２,９００件

救急車搬入後入院患者数 １,６５０人 １,７００人

健康診断実施件数（人間ドック

を含む。）
３,９００件 ４,０００件
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るとともに、新興・再興感染症の流行時においては、行政等の関係機

関や地域の医療機関等と連携・協力をして、迅速かつ適切な対応を行

う。

・新興感染症等の感染拡大時に備え、平時から行政等の関係機関や地域

の医療機関等との連携に努めるとともに、感染症患者の受入体制の整

備及び感染症対策に必要な医療材料の備蓄を行う。

(4) 地域医療への貢献

・山口県地域医療構想に基づき下関医療圏地域医療構想調整会議が示し

た今後の方向性を踏まえ、病院再編・統合の可能性について検討を進

めるとともに、下関医療圏の持続可能な医療提供体制の維持に寄与す

る。

・地域医療支援病院として、地域の医療機関との役割分担及び連携を図

り、紹介患者のスムーズな受入れに努めるとともに、病状が安定した

患者に対しては、紹介元医療機関等への逆紹介の推進に努める。

・院内外の医療従事者に向けた研修を開催し、病診連携・病病連携の強

化を図るととともに、地域医療提供体制の更なる向上に努める。

・地域包括ケアシステムを担う急性期病院として、切れ目のない医療・

介護の提供につながるよう、地域の医療・介護・福祉関係機関、行政

等との連携や協力体制の維持・強化に努める。

・在宅で療養を行っている患者が病状の急変等により入院が必要となっ

た場合に、在宅医療を提供する医療機関と連携し、円滑な入院受入れ

を行う。

・医学生や看護学生をはじめ医療従事者を志す学生の実習受入れを積極

的に行うとともに、中高生に対する職業体験等を実施し、将来におけ

る地域医療の担い手の育成に努める。

・引き続き、復職支援セミナーを開催するなど、潜在看護師の再就職を

支援する。
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２ 患者満足度の向上

(1) 患者中心のチーム医療の充実

・患者自らが受ける医療を十分理解し、納得の上で自分にあった治療法

を選択できるようインフォームド・コンセント（説明と同意）の徹底

を図るとともに、患者の安全確保に万全の対応を行うことができるよ

う医療安全管理体制の充実に努める。

・患者又はその家族からの医学的質問及び生活並びに入院中の不安等の

様々な相談に対応するよう、患者サポート体制の充実に努める。

・専門スタッフがそれぞれの知識を持ち寄り、総合的かつ専門的なチー

ム医療を実践することにより、患者に最適な治療方針を検討する。

・標準的かつ効率的な医療を推進し、患者の負担軽減を図るため、クリ

ニカルパスの積極的な活用に取り組む。

(2) 職員の接遇向上

・患者やその家族、市民からの信頼と親しみを得られるよう、接遇に関

する研修等を実施し、職員の意識を高めるとともに、接遇・応対力の

向上を図る。

(3) 患者の視点に立ったサービスの提供

指 標 令和５年度見込 令和９年度目標

紹介率 ８０.０％ ８０.０％

逆紹介率 １３０.０％ １３０.０％

地域医療研修会開催件数 １２件 １２件

指 標 令和５年度見込 令和９年度目標

インフォームド・コンセント

時における医療従事者の同席

率

９９.７％ ９９.７％

クリニカルパス適用率 ４５.０％ ５０.０％
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・患者満足度（ＣＳ）調査については、常に患者の視点に立ったテーマ

を持ち、定期的に実施することにより、患者ニーズを的確に把握し、

患者サービスの向上に反映させる。

・院内ボランティアとの連携を図ることにより、常に市民や患者の視点

に立ったサービスの提供に努める。

３ 医療提供体制の充実

(1) 医療従事者の確保

・提供する医療水準の維持・向上を図るため、大学などの教育・養成機

関との連携を図り、医師をはじめ、看護師、薬剤師その他医療技術職

の適切な確保に努める。特に医師については、大学医局との連携の一

層の強化を図り、安定的に医師を確保する取組を継続する。

・臨床研修医についての研修プログラムの充実を図るとともに、専攻医

の専門医資格取得に対する支援等を図り、若手医師にとって魅力ある

病院づくりに努める。

(2) 医療従事者の専門性・医療技術の向上

・医療職の専門性を高めるため、医師、看護師、医療技術職員などの医

療スタッフの院外の学会・研修会等への参加を奨励する。

・看護キャリア開発ラダーを活用し、個々のキャリア開発を行うととも

に、院内での看護管理者の育成を推進する。

・認定看護師教育課程及び特定行為研修に係る看護師の育成について

は、計画的かつ戦略的に行うとともに、職員が資格を取得する際には

積極的な支援を行う。

指 標 令和５年度見込 令和９年度目標

患者満足度調査アンケート結果 ８９.５点 ９０点

指 標 令和５年度見込 令和９年度目標

初期臨床研修医マッチング数 ５人 ５人
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４ 医療に関する調査及び研究

・医療の発展につながる臨床研究や治験に取り組み、新しい治療法の開

発等に貢献する。なお、実施にあたっては、倫理的、科学的及び医学

的見地からの妥当性を十分調査した上で行う。

・ＤＰＣデータやクリニカルパス等を活用して、医療の質及び効率性の

向上を図る。

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 運営管理体制の充実

(1) 業務運営体制の構築

・理事長のリーダーシップの下、機動的な経営判断や予算執行により、

効率的・効果的な業務の推進を図る。

・理事会や病院内の経営会議等において、経営分析の実施や計画の進行

管理等を行うことにより、継続的に業務運営の改善を図る。

・診療報酬の改定や患者の意向調査などを踏まえた経営戦略を実行する

ため、経営企画部門の体制を強化する。

(2) 事務職員の人材確保及び育成強化

・事務職員については、専門的な知識・経験を有する職員の採用や研修

制度の充実等により、病院の事務に精通した職員の確保・育成に努め

る。

(3) 外部評価等の活用

・病院機能評価等の認定更新に取り組むとともに、地方独立行政法人法

に基づいた市の評価等を受けることで、継続的な医療機能の向上及び

業務の改善を図る。

指 標 令和５年度見込 令和９年度目標

認定看護師数 １２人 １５人
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(4) 内部統制の充実・強化

・内部監査を実施するほか、内部統制の取組を継続的に推進することに

より、内部統制の更なる充実を図る。

・コンプライアンス（法令・行動規範の遵守）に関する研修等を実施す

ることにより、職員の倫理観の向上に努め、医療法をはじめとする関

係法令や行動規範の遵守を徹底する。

(5) 情報公開

・診療録（カルテ）等の個人情報については、関係法令、ガイドライ

ン、市の関係条例、法人規程等を遵守し、適正な管理に努めるほか、

情報開示の請求があった場合には、関係法令等に則り適切に対処す

る。

(6) 医療知識の普及啓発及び情報発信

・市民を対象とした公開講座の開催等により、市民が必要としている医

療に関する情報の普及啓発に努めるとともに、ホームページや病院広

報紙等により、市民病院の機能や診療実績等の情報提供を行う。

(7) 人事制度・給与体系の構築

・職員のモチベーション向上に資する人事評価制度の充実を図るととも

に、適宜制度の見直しを検討し、より適切な人事評価制度の構築を図

る。

・人事評価制度や法人の業務実績等を反映し、組織全体の活性化につな

がるとともに、社会情勢に適合した独自の給与制度の構築を図る。

指 標 令和５年度見込 令和９年度目標

市民公開講座開催件数 ２件 ２件

病院広報紙「まごころ」発行

回数

４回 ４回
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(8) デジタル化への対応

・各種データやデジタル技術・設備・機器の導入・活用を図り、医療の

質の向上や患者の利便性の向上、業務の効率化に努める。

・厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を

踏まえた情報セキュリティ対策の徹底を図る。

２ 働き方改革の推進

・職員が健康で安心して働くことができるよう、多様な勤務形態を導入

するなど、勤務環境の整備に取り組み、ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）の確保を推進する。

・働き方改革を実現するため、タスク・シフト／シェア（業務の移管や

共同化）等を推進し、医師をはじめ職員の勤務負担軽減及び時間外労

働の短縮を図る。

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 安定した経営基盤の確立

・安定した経営基盤を確立するため、部門別の収支分析や同規模病院と

の比較による分析を行うことなどにより、経営改善を進める。

２ 収益の確保

・地域連携室を中心に、地域の医療機関との連携強化等に取り組み、新

入院患者の確保に努めるとともに、効率的な病床管理の運用等によ

り、病床稼動率の維持・向上を図る。

・診療情報データの分析や診療報酬改定への的確な対応、新規加算の積

極的な取得、適切な診療報酬請求等により、継続的に安定した診療収

指 標 令和５年度見込 令和９年度目標

経常収支比率 ９９.７％ １０１.０％

修正医業収支比率 ９６.６％ ９７.１％
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入の確保に努める。

・夜間診療における医療費預かり制度や院内連携等により、未収金の発

生防止に努めるとともに、未収金が発生した場合は、電話・文書によ

る督促や訪問回収等の多様な方法により、早期回収に努める。

３ 経費の適正管理

・適正な職員配置と人件費比率の目標管理、診療材料等の調達コストの

縮減、後発医薬品の使用促進等による材料費の抑制等により、費用の

適正化を図る。

・政策的医療に係る経費以外の経常的な事業経費については、法人の収

入をもって充てることができるよう、健全な病院経営に取り組む。

４ 計画的な施設及び医療機器の整備

・施設・設備については、適切な予防保全を行うことにより、その安全

性及び病院機能の継続性を確保する。

・医療機器については、計画的に整備・更新することにより、医療の質

を高める。特に高度医療機器の更新については、将来にわたる計画を

指 標 令和５年度見込 令和９年度目標

病床稼働率 ６８.４％ ７５.７％

入院診療単価 ６８,５００円 ６８,５００円

外来診療単価 ２４,８００円 ２２,５００円

指 標 令和５年度見込 令和９年度目標

人件費比率（対修正医業収

益）

５５.０％ ５３.８％

材料費比率（対修正医業収

益）

３０.０％ ２７.１％

経費比率（対修正医業収益） １４.０％ １４.９％

後発医薬品使用比率 ８５.０％ ８５.０％
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明確にし、効率的かつ効果的に実施する。

＜主な施設整備及び医療機器の更新＞

・エレベータ改修工事

・病院情報システム（電子カルテ）更新

・アンギオ装置更新

第５ その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置

１ 市の健康福祉関連施策への積極的な協力

・市立病院として、下関市との連携体制を維持するとともに、下関市が

実施する健康福祉関連施策に対して積極的な協力を行う。
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第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

１ 予算（令和６年度から令和９年度まで）

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入

営業収益 ４１,４８７

医業収益 ３８,７１９

運営費負担金等収益 １,９７８

その他営業収益 ７９１

営業外収益 ２７５

運営費負担金等収益 ４８

その他営業外収益 ２２７

資本収入 ４,１４３

運営費負担金等 １,６６３

長期借入金 ２,４８０

その他資本収入 ０

計 ４５,９０５

支出

営業費用 ３９,６５０

医業費用 ３８,５６４

給与費 ２０,１７６

材料費 １１,７７０

経費 ６,４２０

研究研修費 １９９

一般管理費 １,０８５

営業外費用 １１５

資本支出 ５,７３０

建設改良費 ２,４８０

償還金 ３,２１０

その他の資本支出 ４０

計 ４５,４９５
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（注記）

１ 計数は、項目ごとに端数を四捨五入しているため、合計で一致しないもの

がある。

２ 期間中の診療報酬の改定、給与改定、物価変動及び消費税の改定は考慮し

ていない。

［人件費の見積り］

期間中、２１,２２５百万円を支出する。なお、当該金額は、法人の役職員

に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するもの

である。

［運営費負担金等の見積り］

救急医療、感染症医療などの不採算医療に係る経費については、総務省繰

出基準に準じて算定された額とする。なお、建設改良費及び償還金に充当さ

れる運営費負担金は、経常費助成とする。
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２ 収支計画（令和６年度から令和９年度まで）

（単位：百万円）

（注記）

計数は、項目ごとに端数を四捨五入しているため、合計で一致しないもの

がある。

区 分 金 額

収益の部 ４３,５０１

営業収益 ４３,２４７

医業収益 ３９,４２１

運営費負担金等収益 ３,６４０

補助金等収益 ８９

資産見返負債戻入 ９７

営業外収益 ２５４

運営費負担金等収益 ４８

その他営業外収益 ２０７

臨時収益 ０

費用の部 ４３,２４３

営業費用 ４３,１２９

医業費用 ４０,４９５

給与費 ２０,１７６

材料費 １０,７００

経費 ５,８３６

減価償却費 ３,５８４

研究研修費 １９９

一般管理費 １,０８５

その他営業費用 １,５４８

営業外費用 １１５

臨時損失 ０

純利益 ２５８

目的別積立金取崩額 ０

総利益 ２５８
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３ 資金計画（令和６年度から令和９年度まで）

（単位：百万円）

（注記）

計数は、項目ごとに端数を四捨五入しているため、合計で一致しないもの

がある。

区 分 金 額

資金収入 ４６,７３０

業務活動による収入 ４１,７６２

診療業務による収入 ３８,７１９

運営費負担金等による収入 ２,０２５

その他の業務活動による収入 １,０１８

投資活動による収入 １,６６３

運営費負担金等による収入 １,６６３

その他の投資活動による収入 ０

財務活動による収入 ２,４８０

長期借入れによる収入 ２,４８０

その他の財務活動による収入 ０

前期からの繰越金 ８２５

資金支出 ４５,４９５

業務活動による支出 ３９,７６４

給与費支出 ２１,２２５

材料費支出 １１,７７０

その他の業務活動による支出 ６,７６９

投資活動による支出 ２,５２０

有形固定資産の取得による支出 ２,４８０

その他の投資活動による支出 ４０

財務活動による支出 ３,２１０

長期借入金の返済による支出 ３,１５５

移行前地方債償還債務の償還による支出 ５５

その他の財務活動による支出 ０

次期中期目標の期間への繰越金 １，２３６
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第７ 短期借入金の限度額

１ 限度額 １,５００百万円

２ 想定される短期借入金の発生事由

賞与の支給等、資金繰り資金への対応

第８ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれ

る財産の処分に関する計画

なし

第９ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

第１０ 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、病院施設の整備、医療機器の購

入等に充てる。

第１１ 料金に関する事項

１ 料金

理事長は、病院の診療料及びその他の諸料金として、次に掲げる額を徴

収する。

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７６条第２項（同法第

１４９条において準用する場合を含む。）及び高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第８０号）第７１条第１項の規定に基づく方法

により算定した額

(2) 健康保険法第８５条第２項及び第８５条の２第２項（これらの規定を

同法第１４９条において準用する場合を含む。）並びに高齢者の医療の確

保に関する法律第７４条第２項及び第７５条第２項の規定に基づく基準

により算定した額

(3) 上記以外のものについては、別に理事長が定める額

２ 料金の減免等

理事長は、特別の理由があると認めるときは、料金の全部又は一部を減

免し、又は料金の徴収を猶予することができる。

３ 料金の還付
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既納の料金は還付しない。ただし、理事長が特別の理由があると認める

ときは、その全部又は一部を還付することができる。

第１２ 地方独立行政法人下関市立市民病院の業務運営並びに財務及び会計に

関する規則で定める業務運営に関する事項

１ 施設及び設備に関する計画 （単位：百万円）

（注記）

金額については見込みであり、各事業年度の具体的な額については、各

事業年度の予算編成過程において決定される。

２ 中期目標の期間を超える債務負担

(1) 移行前地方債償還債務 （単位：百万円）

(2) 長期借入金 （単位：百万円）

３ 積立金の処分に関する計画

前中期目標期間繰越積立金については、病院施設の整備、医療機器の購

入等に充てる。

施設及び設備の内容 予 定 額 財 源

医療機器整備 ２,４００ 下関市からの

長期借入金等院内施設整備 ８０

項 目 期間内償還額 次期以降償還額 総債務償還額

移行前地方債償還債務 ５５ ６５ １２０

項 目 期間内償還額 次期以降償還額 総債務償還額

長期借入金償還債務 ３,１５５ ２,１３２ ５,２８７





G81-1

第 １ 回 定 例 会 議案第８１号

財産の処分について

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

財産の処分について

下記のとおり、財産を処分する。

記

１ 処分の相手方 下関市綾羅木新町三丁目７番１号

株式会社安成工務店

代表取締役 安 成 信 次

２ 目 的 物 下関市富任町五丁目６２番１ほか２筆

土地 ３,１０４.８８平方メートル（内訳別表のとお

り。）

３ 予 定 価 格 ８０,７４８,９４５円

４ 代金収入方法 市議会議決後、本契約確定の日から２０日以内に全額収入

する。

提案理由

下関市富任町五丁目の市有地を売却するため。



G81-2

別表

所在 地番 面積（㎡）

下関市富任町五丁目 ６２番１ １,８６２.０６

〃 ６２番５ ６７０.２２

〃 ６２番６ ５７２.６０

合計 ３,１０４.８８
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第 １ 回 定 例 会 議案第８２号

工事請負契約締結について

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

工事請負契約締結について

勝山中学校校舎（１１）長寿命化改良建築主体工事（第２期）につき、下記

のとおり請負契約を締結する。

記

１ 契約の相手方

工事請負人 下関市長府満珠町１０番２６号

株式会社高松建設

代表取締役 髙 松 傑

２ 工 事 名 勝山中学校校舎（１１）長寿命化改良建築主体工事（第２

期）

３ 請 負 代 金 額 ３１４,０５０,０００円

４ 工 事 場 所 下関市秋根上町二丁目５番１号

提案理由

勝山中学校校舎（１１）長寿命化改良建築主体工事（第２期）の請負契約

締結のため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第８３号

工事請負契約締結について

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

工事請負契約締結について

勝山中学校校舎（２２）長寿命化改良建築主体工事につき、下記のとおり請

負契約を締結する。

記

１ 契約の相手方

工事請負人 下関市長府金屋浜町７番８号

株式会社ダイチ工業

代表取締役 中 西 洋 一

２ 工 事 名 勝山中学校校舎（２２）長寿命化改良建築主体工事

３ 請 負 代 金 額 ４１５,５８０,０００円

４ 工 事 場 所 下関市秋根上町二丁目５番１号

提案理由

勝山中学校校舎（２２）長寿命化改良建築主体工事の請負契約締結のため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第８４号

下関市新総合体育館整備事業に係る事業契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市新総合体育館整備事業に係る事業契約の一部変更について

令和３年６月３０日可決議案第１２５号「下関市新総合体育館整備事業に係

る事業契約締結について」中

「４ 契 約 金 額 ９,８９３,６９６,９４４円」を

「４ 契 約 金 額 １０,２５８,２９７,３５２円」に変更する。

提案理由

下関市新総合体育館整備事業に係る事業契約を一部変更するため。
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第 １ 回 定 例 会 議案第８５号

工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和６年２月２８日

下関市長 前 田 晋 太 郎

工事請負契約の一部変更について

令和４年１２月１９日可決議案第１６３号「工事請負契約締結について」中

「３ 請 負 代 金 額 １８１,８３４,４００円」を

「３ 請 負 代 金 額 ２１３,９３５,７００円」に変更する。

提案理由

令和４年度六連丸係留施設整備工事に係る請負契約を一部変更するため。




